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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。 

定足数に達しておりますので、平成３０

年第９回美幌町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１２番中嶋すみ江さん、１

３番古舘繁夫さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る１１月２７日、議会運営委員会を開

きましたので、委員長から報告を求めま

す。 

１１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） 〔登壇〕 平成

３０年第９回美幌町議会定例会の開会に当

たり、去る１１月２７日、議会運営委員会

を開催いたしましたので、その内容と結果

について報告いたします。 

本日、１２月４日、第１日目は、まず町

長から行政報告があります。 

その後、一般質問に入りますが、通告順

に新鞍峯雄さん、戸澤義典さん、坂田美栄

子さん、大江道男さんの４名を予定してお

ります。 

第２日目、１２月５日は、前日に引き続

き一般質問を行い、岡本美代子さんの１名

を予定しております。 

その後、総務文教厚生常任委員会及び経

済建設常任委員会より事務調査結果報告が

あります。 

続いて議案審議へと入り、承認第１２号

専決処分の承認から議案第１２８号美幌町

水道給水条例の一部を改正する条例制定に

ついてまでを審議いたします。 

なお、議案第１０３号から議案第１２８

号までは、使用料・手数料の改定に伴う条

例改正になります。広く町民に負担を求め

る重要な案件でありますので、議長を除く

１３名の委員で構成する審査特別委員会を

設置し、閉会中の継続審査といたします。 

第３日目、１２月６日は、議案第１２９

号平成３０年度美幌町一般会計補正予算

（第９号）についてから議案第１３６号平

成３０年度美幌町病院事業会計補正予算

（第５号）についてまでの議案審議を行い

ます。 

その後、意見書案の審議、報告案件など

を予定しております。 

次に、本定例会におきまして、団体から

の陳情及び意見書の提出を求める陳情・要

望を２件受理しておりますので、その取り

扱いについて報告いたします。 

美幌町農民同盟からの日米物品貿易協定

交渉に関する要望意見書提出の陳情につい

ては、意見書を作成し、国等の関係機関へ

提出することにいたします。 

一般社団法人保険医会、一般財団法人北

海道難病連からの難病医療費助成制度の改

善を求める意見書提出の陳情については、

資料配付の措置といたしました。 

以上のとおり審議を進めることとし、会

期を本日１２月４日から１２月６日までの

３日間といたします。 

なお、審議の進行状況によっては、日程

を変更する場合もありますので、議員及び

行政職員各位におかれましては、御理解と

御協力をお願いいたします。 

慎重なる審議に皆さんの協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆さんには、真摯

な答弁と対応を申し上げまして、議会運営
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委員長としての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本定例会の会期を本日

から１２月６日までの３日間といたしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は、本日から１２月６

日までの３日間と決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。 

なお、鈴木農業委員会会長、松本選挙管

理委員会委員長、所用のため明日以降欠席

の旨、それぞれ届け出がありました。 

また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので御了承願

います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。 

町長から行政報告があります。 

町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 本日、

ここに平成３０年第９回美幌町議会定例会

が開催されるに当たり、御出席を賜りまし

た議員各位に対し、心から感謝いたします

とともに、行政報告と提出案件の概要につ

いて御説明を申し上げます。 

行政報告といたしましては、第１に、南

公営住宅５号棟４０２号室の火災について

であります。 

去る１０月１４日日曜日、午後３時５７

分ごろ、西２条南３丁目１番地の１の南公

営住宅５号棟４０２号室から出火し、消防

車の出動を受けて消火活動が行われ、午後

４時１７分に鎮火したところであります。 

罹災の箇所については、北側和室の畳と

壁の一部を焼損したほか、住宅内部がすす

に覆われ、被害額は１２５万円になりま

す。 

出火原因は、美幌消防署及び美幌警察署

による現地調査、入居者からの聞き取りに

より、子供の火遊びであることが判明して

おります。 

なお、本火災によるけが人はなく、速や

かな消火活動により隣接する住居への延焼

を防ぐことができたため、人的な被害はな

かったことが不幸中の幸いであったと受け

とめているところであります。 

今後、同様の事態が二度と発生すること

のないよう、公営住宅の入居者に対する安

全管理を徹底し、再発防止に万全を期して

まいりたいと存じます。 

第２に、農作物の生育状況についてであ

ります。 

本年は、３月後半に晴天が続いたことも

あり、融雪日が３月２８日と例年より１週

間ほど早くなりました。４月中旬まで雨の

降らない日が続いたことで乾燥が激しくな

り、４月１４日に１４ミリメートルの降雪

がありましたが、乾燥状態を解消するまで

には至りませんでした。しかし、移植作業

は平年より早く進み、植えつけ始めや移植
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始めも平年より早く進みました。 

５月に入ると上旬から低温に見舞われ、

播種作業が一時中断するなどの影響もあり

ましたが、全般的には順調に作業が進みま

した。 

ことしは雨の量が多く、７月上旬に３日

間で１００ミリメートルを超える降雨量を

観測し、５月及び６月も、この時期として

は過去に例を見ない降雨量を記録したほ

か、低温や日照不足もあり、徐々に生育状

況に影響が出ました。 

９月以降は、高気圧の張り出しなどもあ

って、晴天の日、日照時間の多い日が続き

ましたので、豆類などの生育がおくれた一

部作物を除き、収穫作業は順調に推移いた

しました。 

こうした状況から、各作物の予想される

収量及び品質については、水稲は、移植作

業、初期成育及び出穂期ともに平年並みで

推移いたしましたが、８月中旬から９月上

旬にかけて低温寡照の影響による生育のお

くれによって、圃場間での登熟にばらつき

が見られ、収穫が遅れました。千粒重は平

年並みだったものの、稔実歩合が低くなっ

たことから収量は平年をやや下回りまし

た。 

秋まき小麦は、出穂期は平年より早くな

りましたが、出穂後の低温寡照によって開

花がおくれ、収穫始めにおくれが見られま

した。穂数は平年をやや上回りましたが、

一穂粒数、千粒重は平年を下回り、収量及

び品質ともに平年をやや下回りました。 

春まき小麦については、出穂期、成熟期

ともに２日のおくれ、穂数は平年をやや上

回りましたが、一穂粒数は平年並み、千粒

重は平年を下回ったことから、収量は平年

を下回り、品質も平年を大きく下回りまし

た。 

てん菜は、移植作業が平年より早く進

み、葉数、根周は平年を上回りましたが、

６月以降の降雨、低温の影響があったもの

の、９月以降は持ち直し、収量及び糖分と

もに平年をやや上回る見込みであります。 

バレイショは植えつけ始めが５日早く、

萌芽期も平年を１日上回る状況でしたが、

６月以降の低温、降雨の影響もあり、開花

期、終花期は平年並みとなり、規格内収量

は平年を下回ったものの、でん粉価は平年

を上回りました。 

タマネギは、移植作業が平年を６日上回

る状況にありましたが、５月以降の降雨の

影響もあり、生育は平年並みに推移し、規

格内率は平年をやや下回り、規格内収量、

品質ともに平年を下回りました。 

大豆、小豆、菜豆は、播種作業が平年よ

り早く始まりましたが、６月以降の低温の

影響を受けて、生育が平年よりおくれまし

た。 

大豆は、粒及び百粒重は平年並みでした

が、平米当たりのさや数がやや少なかった

ことから、収量は平年をやや下回り、品質

は平年並みになりました。 

小豆は、百粒重は平年並みでしたが、収

量は平年を下回り、品質は平年並みとなり

ました。 

菜豆は、一さや内粒数、百粒重ともに平

年を下回り、収量は平年を大きく下回りま

した。 

牧草は、１番草、２番草ともに収量は平

年並みとなりました。 

サイレージ用トウモロコシは、収量は平

年をやや下回り、品質は平年並みとなりま

した。 

なお、５月から１０月における降水量、

気温、日照時間につきましては参考資料の

とおりでございます。 

次に、御提案いたします議案等について

御説明を申し上げます。 

専決処分の承認について。 

承認第１２号平成３０年度美幌町病院事

業会計補正予算（第４号）については、過

年度所得税追加納付のため急を要したこと

から専決処分をいたしましたので、御承認

を賜りたいのであります。 
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人事案件について。 

同意第４号については、本町の固定資産

評価審査委員会委員、菅原雅之氏が１２月

２４日をもって任期満了となることから、

引き続き同氏を選任いたしたく、御同意を

賜りたいのであります。 

諮問第３号については、人権擁護委員、

渡部順子氏が、平成３１年３月３１日をも

って任期満了となることから、新たに白石

眞知子氏を推薦いたしたく、御意見を賜り

たいのであります。 

条例の改正について。 

議案第１０３号美幌町行政財産使用料徴

収条例の一部を改正する条例制定について

から議案第１２８号美幌町水道給水条例の

一部を改正する条例制定についてまでの２

６件につきましては、受益と負担の公平性

を確保する観点に立ち、受益者負担の原則

に即した適正な料金を設定するため、来年

１０月１日に使用料及び手数料等の改正を

行おうとするものであります。 

平成３０年度各会計補正予算について。 

一般会計の主な内容としては、福祉車両

購入事業補助金として、１５２万４,０００

円、全国・全道競技大会選手派遣補助金と

して、９５万５,０００円などの増額を初

め、事務事業の確定に伴う整理、地方債の

変更などを行おうとするものであります。 

特別会計、企業会計の主な内容として

は、国民健康保険特別会計については、療

養給付費等負担金返還金の増額を、後期高

齢者医療特別会計については、広域連合市

町村保険料等負担金の減額を、介護保険特

別会計については、居宅介護予防サービス

給付費の増額を、そして、公共下水道特別

会計については、終末処理場維持管理用燃

料費の増額を、個別排水処理特別会計及び

水道事業会計については、利率確定に伴う

起債利子償還金の減額を、病院事業会計に

ついては、ＣＴ読影業務委託料の増額をそ

れぞれ行うほか、事務事業の確定に伴う整

理などを行おうとするものであります。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願いを

申し上げまして、行政報告と提出案件の概

要説明といたします。 

以上、よろしくお願いをいたしたい、そ

のように思います。 

○議長（大原 昇君） これで行政報告を

終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 一般質

問を行います。 

通告順により、発言を許します。 

３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） 〔登壇〕 私は、

さきに通告いたしました３項目、４点につ

いて質問をさせていただきます。 

まず、１点目は、シラカバ並木のロマン

チック街道の整備の進め方についてであり

ます。 

１項目めが、ふぞろいのシラカバ並木道

の整備について、２項目めは、整備に対す

る町民の協力についてであります。 

町のシンボルと市町村名を一体化した標

識、カントリーサインの新たなデザインに

シラカバ並木のロマンチック街道が採用さ

れ、国道などに設置される見通しでありま

す。 

そこで、次の２点について、町長の考え

を伺います。 

１点目は、ふぞろいのシラカバ並木道の

整備について。 

シラカバ並木は、美幌峠の７キロメート

ル手前の坂道までとされていますが、途

中、シラカバが植えられていない箇所が多

くあります。１００メートルから３００メ

ートルにわたりシラカバがない区間が無数

にあり、さらに、約１キロメートル全くな

いところもあります。 

このように、ふぞろいの景観であるシラ

カバ並木の今後の整備について伺います。 
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２点目でありますけれども、整備に対す

る町民の協力について。 

今後、シラカバ並木の整備などに関連し

て、町民の協力は欠かせないと考えます

が、町民により関心を持っていただくため

の今後の進め方についてお示しください。 

２点目は、教育行政についてでありま

す。 

問題行動、いじめ、不登校に対する取り

組みについてであります。 

全道的に教育現場では、いじめが原因と

見られる重大事態、自殺、不登校が今なお

ふえ続けています。 

文部科学省がことし１０月に公表した、

問題行動、いじめ、不登校調査では、道内

の国公私立小中高、特別支援学校が平成２

９年度に認知したいじめは、前年度の１.５

倍を超える１万３,０２３件と過去最多にな

りました。いじめも年々多様化、複雑化し

てきており、その芽はどこにでも隠れてい

るものであります。 

美幌町内における小中学校でのいじめ、

不登校の現状と取り組みについてお聞かせ

いただきたいと思います。 

３点目は、美幌町屋内多目的運動場に関

連する駐車場の整備について。 

屋内多目的運動場に関連する駐車場の考

え方についてであります。 

美幌町屋内多目的運動場は、現在のスポ

ーツセンター駐車場用地に建設され、同時

に駐車場も整備されますが、整備範囲は現

在利用されている駐車場周囲に限られ、そ

のスペースは車椅子使用者用６台を含め、

２１７台になっています。 

しかし、現在も状況により駐車場を確保

できない場合があり、駐車台数は、ある程

度余裕を持って確保する必要があります。 

そこで、職業訓練センター南側からスポ

ーツセンター南と東側にかけて、また、今

でも残されている旧道などを含めた周囲一

帯の整備についてお示し願います。 

以上、１回目の質問でございます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 新鞍議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

２の教育行政について、３の美幌町屋内

多目的運動場に関する駐車場の整備につい

ては、後ほど教育委員会のほうから答弁を

させていただきたいと、そのように思いま

す。 

初めに、シラカバ並木のロマンチック街

道の整備の進め方についてでありますが、

本町では、昭和４８年ごろから昭和６２年

ごろにかけて、国道２４３号の観光並木と

して、桜、ナナカマドなどの植栽を始めま

した。 

平成６年２月に、国、道の直轄事業、み

どりのネットワーク事業として、ロマンチ

ック街道植栽事業が採択されたことによ

り、平成６年度から平成８年度にかけて総

事業費約７,１００万円でシラカバ並木とし

て、市街地、西１号線から古梅掘割間の約

１５キロメートルにわたり約３,０００本の

シラカバを植栽し整備したもので、その名

のとおり、ロマンチックな雰囲気を醸し出

し、訪れる人々の感動を呼んでおります。 

シラカバ植栽後の平成１０年８月、成長

したシラカバが交通支障木などとなったこ

とから、国道２４３号線沿線５地区連絡協

議会、稲美、都橋、福住、豊富、古梅自治

会から伐採要望がありました。 

連絡協議会、網走開発建設部、道と協議

した結果、平成１０年度に２１９本伐採

し、平成１３年度には１４２本を伐採、１

５９本を移植していることから、シラカバ

の植えられていない箇所が発生している状

況であります。 

このような状況の中、国道２４３号は、

国が進める東オホーツクシーニックバイウ

ェイの指定を受け、その中でも美しい景観

を楽しめるルートとして、近年シラカバ並

木は注目を集めており、また、国立公園満

喫プロジェクトの中でも、女満別空港と阿
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寒摩周国立公園をつなぐアクセスルートと

して良好な景観の確保なども求められてい

るところであります。 

シラカバ並木については、今回カントリ

ーサインのデザイン案が美幌峠とシラカバ

並木に決定し、現在変更の手続きが進めら

れておりますが、美幌峠に比べ、シラカバ

並木の認知度はまだ低いのが現状でありま

す。シラカバ並木のカントリーサイン採用

を契機に、観光資源として活用していきた

いと考えております。 

一つ目の御質問の、ふぞろいのシラカバ

並木道の整備についてでありますが、議員

御指摘のとおり、シラカバがない区間があ

るのが実態でありますが、全ての区間を整

備するのではなく、特に景観のよいと思わ

れる旧福豊小学校から豊富神社までの区間

を重点区間として、今後、補植や剪定を行

ってまいりたいと考えております。 

また、二つ目の整備に対する町民の協力

についてでありますが、関心を持っていた

だくための進め方については、シラカバ並

木の整備には、地域の皆様の御理解と御協

力が不可欠であると考えておりますので、

今後、地域住民の皆様へ十分説明し、御意

見を伺いながら、また、開発局などの関係

機関とも協議をしながら進めてまいりたい

と考えております。 

以上、答弁をさせていただきました。 

どうかよろしくお願いをしたいと、その

ように思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 〔登壇〕 新鞍

議員の御質問に答弁させていただきます。 

教育行政について。 

問題行動、いじめ、不登校に対する取り

組みについてですが、美幌町の小中学校に

おけるいじめ、不登校の現状につきまして

は、平成２７年度、いじめ認知２件、不登

校３０日以上１６件、平成２８年度、いじ

め認知７５件、不登校３０日以上２０件、

平成２９年度、いじめ認知９０件、不登校

３０日以上１８件となっております。 

平成２８年度から認知件数が大幅に増加

した要因としましては、いじめ防止対策推

進法で定めるいじめの定義を厳密にのっと

り、初期段階のいじめやごく短期間のうち

に解消したいじめ事案についても計上する

こととなり、けんかやふざけ合いであって

も、背景にある事情の調査を行い、いじめ

に該当するか否かを判断することとされた

ことから増加したものであります。 

いじめに対する取り組みにつきまして

は、早期発見、早期対応を基本として、児

童生徒や保護者からの情報収集はもとよ

り、年２回のアンケート調査に基づく個人

面談や教育相談を行うとともに、各学校内

で組織するいじめ対策委員会等を開催し、

学校全体で取り組む体制を図っておりま

す。 

また、教育委員会といたしましては、学

校単独では対応できないケースについて、

教育専門相談員を配置し、個別に対応する

とともに、来室相談、電話相談、移動相談

室を開設し、学校や児童生徒に対する相談

体制を整備しております。 

さらに、指導主事を委員長として、町内

小・中学校長を含めた教育関係者で構成す

る美幌町いじめ問題対策連絡協議会を開催

し、いじめアンケート調査結果とその対応

状況等について情報共有を図るとともに、

美幌町総合教育会議において、その内容を

町長に報告しているところであります。 

次に、不登校の取り組みにつきまして

は、３日以上連続で休んだ場合は、担任に

よる家庭訪問や管理職、生徒指導担当、児

童支援コーディネーター、養護教諭等によ

る校内ケース会議等を開催し、問題解決に

向けた情報共有と活動方策を確認すること

としております。 

不登校が継続された場合においても、児

童生徒やその保護者に対して、定期的に連

絡や面談を行うとともに、状況に応じて段

階的な登校目標などの働きかけを行ってお
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ります。 

また、教育相談室ではサテライト事業に

よる不登校児童生徒の受け入れや、家庭訪

問、学校訪問を実施するなど、いじめ、不

登校問題の解決に大きな役割を果たしてい

るところであります。 

いじめは人間として絶対に許されない行

為であり、いじめに対する取り組みは、学

校、教育委員会における最重要課題の一つ

として、組織的な対応が求められていると

認識しております。 

近年のインターネットの普及により、い

じめの内容も複雑化、多様化しております

が、いじめの早期発見、早期対応を常に念

頭に置きながら、関係者が一体となって取

り組みを推進してまいりますので、御理解

をよろしくお願いいたします。 

次に、屋内多目的運動場に関連する駐車

場の考え方についてですが、屋内多目的運

動場の駐車場整備については、基本設計で

は陸上競技場側の南北に拡張し、２１７台

を確保しておりますが、現在、実施設計を

行っており、細部調整を図っているところ

であります。 

これまでの駐車場の利用状況では、年に

一、二度大きな行事が行われ、駐車スペー

スが埋まってしまうこともありますが、主

催者側で誘導員を配置したり、臨時駐車場

として、旧給食センター跡地や美幌神社な

どをお借りして対応いただいているところ

であります。 

スポーツセンター南と東側については、

町道として車の通行があり、スポーツセン

ター東側は、現在も臨時的に駐車スペース

として活用しておりますし、職業訓練セン

ター南側のスペースは、記念碑や数十本の

樹木があり、旧道については、現在も小中

学生が柏ヶ丘公園を利用する際に自転車で

通行したり、デュアスロン大会のコースと

しても利用していることから、周辺一帯を

駐車場として整備することは難しいと考え

ております。 

以上、答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） それでは、再質問

をさせていただきます。 

まず１点目の、シラカバ並木のロマンチ

ック街道の整備の進め方のふぞろいのシラ

カバ並木道の整備についてでありますけれ

ども、答弁では、旧福豊小学校から豊富神

社までの区間を重点区間として、今後、補

植や剪定を行うとありますけれども、豊富

神社ではなく、せめて古梅神社までの約６

キロメートルを整備すべきではないかと私

は考えます。 

なぜかと申しますと、旧福豊小学校から

豊富神社までの区間は約２キロメートルと

余りにも短く、何よりもカントリーサイン

のデザインであります美幌峠とシラカバ並

木がつながらない。かけ離れたイメージと

も受けとれるからであります。 

私は、今回の一般質問に関連して、シラ

カバ並木の始点、始まりから終点までをチ

ェックしたわけでありますけれども、豊富

神社から古梅神社までは約４キロメートル

あります。若干の生え切れはあるものの見

事なシラカバ並木の景観であります。 

少なくとも旧福豊小学校から古梅神社ま

での約６キロメートルを重点区間として整

備すべきと考えますが、この重点区間を決

めた経緯についてお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 重点区間について

は、開発局にもまだお話をしていない状況

でありますので、今後はどこまでを重点区

間にするかということが話題になってくる

と思いますけれども、ただ、旧福豊小学校

から豊富神社までの間はちょうどいい直線

になっていますので、それで、あそこをビ

ューポイントとして重点的に整備してはど

うかという内部の話で、そのようなことを

今回書かせていただきました。 
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ただ、それ以降も結構いい並木が下り坂

にかけてありますので、どこまでがいいの

か、ただ、ビューポイントで車をとめて、

人がおりて見るということになると、結構

飛ばす車もありますので危険かなという思

いで、あそこには旧福豊小学校のグラウン

ドもありますし、駐車場になるかなと思っ

ていますし、また、そこに警察の福住駐在

所があるので、ちょうどポイントとしては

車をあそこにおいて、見たほうが１番いい

のかなという思いで、あの場所を一応重点

地区といいますか、ビューポイントとして

指定したらどうかなという思いで、今回書

かせていただきました。 

以上であります。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） まだ最終的には決

まっていないと、今後、開発局のほうとい

ろいろと協議しながら決めるということで

ありますけれども、今、町長も答弁で述べ

ておりますけれども、豊富神社を過ぎても

まだ景色がいいところが続いていると言い

ますか、余りシラカバが欠けていないので

す。 

ただ、本来であれば、旧福豊小学校から

始まれば、峠の下の掘割まで続けばいいの

でしょうけれども、その間かなり生え切れ

しているところがあるということで、私が

見た感じでは古梅あたりがいいと。 

ただ、古梅神社のほうにも道路縁ではな

いけれども、神社付近の下のほうに広場が

ございますけれども、まだ最終的には決ま

っていないということでありますので、今

後の協議に期待しているところでありま

す。 

次の質問に移りますけれども、シラカバ

並木のカントリーサイン採用を契機に、観

光資源として活用していきたいとありま

す。 

そのためには、現在のシラカバ並木を早

急にしっかりとした整備が必要と考えるわ

けでありますけれども、整備に対しては、

どの程度の期間を考えておられるのか、お

伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 整備と言いまして

も、いろんな大きいものから小さいものが

あると思います。 

これは、最初に美幌峠があって、町なか

には温泉があって、それから、みどりの村

があったり、そのほかにきてらすもあった

り、いろいろ点であります。 

この点を何とか線で結びたいという思い

で、ロマンチック街道はその線に当たるの

かなと、そして、線から今度は面にどうい

うふうに展開していくかということもある

と思います。そんな思いを込めて、今回は

ロマンチック街道に日を当てて、もうちょ

っと整備をしたりすべきではないかという

思いでありました。 

それで、これからどれぐらいの期間で整

備をするのかということでありますけれど

も、地域から出ているのは、あそこは農村

地帯でありますので、トラクターとか大型

のトラクターに付随したフロントローダー

をつけたり、いろいろ走ると思います。 

そんな中、あそこは結構速い車も通ると

いうことで、交差点といいますか、交差す

るところが非常に見えにくくて危ないとい

うことから、ここ３年間、枝払いとかをや

ってきましたので、この枝払いについて

は、将来的にもやっていかなければいけな

いのではないか、そんな思いであります

し、余り背丈が高くなると電線があります

ので、電線の整備等をどうするかだとか、

あるいは福豊小学校の跡地をどうするのだ

ということも考えますと、相当大きな契約

になるのではないかと、そんなふうに思っ

ておりますので、これについては、できれ

ば早いうちに全体像をつかんで、議会の皆

さん、町民の皆さん、そして何より地元の

皆さんに、しっかりとこういう整備計画で

どうでしょうかということを示さなけれ
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ば、なかなか難しいと思いますので、整備

については、一応そのような考え方でおり

ます。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 整備については理

解したところでありますけれども、ただい

ま町長のほうから、シラカバが成長して電

線などにひっかかっているという発言があ

りましたけれども、整備されない区間が残

っているというか、結構ありますけれど

も、電線にかぶさっているそういうシラカ

バが無数に町の始まりから出て、終点まで

はかなりそういうところが見られるわけで

ありますけれども、これらのシラカバに対

してはどのようにされるのか、お伺いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） この３年間やって

きたというお話を直前の答弁でさせていた

だきましたけれども、それは、一応全線を

対象に枝払いとかをやっております。 

あと、電線にかかる部分については、北

海道電力のほうに頼んで来ていただいたり

というような、現地を見ていただいて、そ

ういうことをやっているということであり

ますので、いずれにしましても、関係機関

だとか団体だとか、いろんなところと打ち

合わせをしなければいけないと思いますの

で、それらをしっかりと今後やっていきた

いと、その中で、あそこは本当に線として

整備されるように、今後も努力していきた

いとそのように思っております。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） シラカバといいま

すと、４０年前に自分の庭にシラカバの

苗、１メートル位でありますけれども植え

たことがあります。１年間で２メートル前

後成長するという木でございまして、数年

後には本当に大きくなって、剪定しても枝

も思い切った剪定をしないと次から次へと

支障を来すということが記憶にあります。 

次の質問に移りますけれども、国道２４

３号は、国が進める東オホーツクシーニッ

クバイウェイの指定を受け、その中でも、

美しい景観を楽しめるルートとして、近年

シラカバ並木は注目を集めており、また、

国立公園満喫プロジェクトの中でも、女満

別空港と阿寒摩周国立公園をつなぐアクセ

スルートとして良好な景観の確保なども求

められているとあるわけですけれども、指

定を受け、注目を集め、景観の確保も求め

られているということで、今後、シラカバ

並木整備にかかる経費というのが考えられ

るわけでありますけれども、現在のとこ

ろ、国や道との話し合いはどの程度進んで

おられるかお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） このロマンチック

街道は、シティびほろとセブンイレブンが

ありますけれども、そこのセブンイレブン

から始まって、峠の登り口の手前、いわゆ

る掘割といいますか、あそこまでというこ

とで、当時、住民の皆さんを含めていろい

ろ植えていただきました。補植などについ

てもいろいろやっていただきました。 

今、国、道との協議ですけれども、国と

いうより、むしろもうちょっと言えば、網

走開発建設部の中にシーニックバイウェイ

を担当しているところがあります。 

昨年、ここの担当者が美幌町に来られ

て、美幌町としてどういう考え方でいるか

ということを尋ねられましたので、私ども

としては、このシーニックバイウェイの中

で、峠に行く道については、やはりシラカ

バ並木というものがありますので、これに

ついて整備をしていきたいというような意

向を申し添えました。 

その後、連絡はありませんので、改めて

こちらの構想が固まり次第、御相談に上が

らないといけないのではないかと、そのよ

うに思っております。 

以上であります。 
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○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 今後、いろいろと

交渉があると思いますけれども、しっかり

と取り組んでいただきたいというふうに考

えております。 

それでは次に、２点目の整備に対する町

民の協力です。 

当初、平成６年から８年にかけてシラカ

バを植栽しているわけでありますけれど

も、当時、当然植栽する前に沿線住民へ説

明はされておられると思いますけれども、

どのような説明をされたのかお伺いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） これは、昭和５０

年ごろから桜だとかナナカマドを植栽し

て、その後、シラカバを補植したという経

過をたどっておりまして、当時の内容につ

いては、担当に調べてもらっても不明だと

いうことです。平成６年に入ってからはあ

る程度わかっております。 

例えば、平成６年に国直轄事業として、

シラカバ２００本を植栽した、あるいは、

道営事業としてシラカバ８７０本を植栽し

たということまではわかりますけれども、

昭和５０年ごろですから今から４０年前の

ものについては、書類も見当たらないとい

うことで、状況としてはわからないという

のが現実であります。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 状況としてはわか

らないということでありますけれども、大

事なのはこれからです。これから重点区間

について整備するに当たって、再度、近

隣、農家の方々に十分な説明をしていただ

きたいと、そのように考えております。 

次の質問に移りますけれども、美幌峠に

比べて、シラカバ並木の認知度はまだまだ

低いと答弁しておりますけれども、このこ

とは、町外はもとより、町内においても少

なからず考えられるので、まずは町民に理

解していただき、関心を持っていただく、

そのためには、例えば、シラカバ並木に何

らかの関心を持ちたい、植樹を手伝いたい

とか、そういう意欲あふれる町民の集まり

を立ち上げてはどうかと考えるところであ

ります。 

例を挙げますと、シラカバ並木のロマン

チック街道愛好会、シラカバ並木のロマン

チック街道と歩む会、シラカバ並木のロマ

ンチック街道を育て守る会という考えであ

りますけれども、お伺いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） まず何よりも、や

はり地元の方にしっかりと理解と協力を求

めなければいけないとそのように思ってお

ります。 

認知度が低いということでありますの

で、これについて、今いろんなことをおっ

しゃられた質問の中に、愛好会であると

か、歩む会であるとか、育て守る会である

とか、要するに、多数の町民の皆さんに、

この街道を愛していただいて、そして、何

らかの関与をしていただくということは極

めて重要なことだと思いますので、もう少

し具体的になりましたら、そういった方法

も考えていかなければいけないと思ってお

りますので、もうちょっと時間をかけて構

想自体をしっかりとつくることが重要だと

思いますので、そちらのほうをまずやっ

て、それから町民の皆様に御理解をいただ

く、そして、御協力いただく、さらには関

係機関、団体にお話をさせていただいて、

協力いただくというようなことだと思いま

す。 

いずれにしろ、何よりも地元の農家の方

に理解をしていただかなければなかなか事

は進まないのではないか、そのように思っ

ております。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） ただいま、町長が
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言われた地元の方々の理解、それを十分に

尊重して進めていただきたいと思います。 

この件に関して最後でありますけれど

も、美幌峠とシラカバ並木のデザインのカ

ントリーサインが末永く愛用され、親しま

れることを願うとともに、観光資源として

のシラカバ並木をいつまでも見守り続ける

ことを願って、この質問を終わります。 

次の質問に移らせていただきます。 

問題行動、いじめ、不登校に対する取り

組みについてでありますけれども、私は、

６年前の平成２４年６月議会で、学校生活

といじめについて一般質問をしたところで

あります。当時も全国でふえ続けるいじ

め、不登校などに対し、大きな危機感を持

って質問をさせていただいたところであり

ます。 

これまでも、国や道、各自治体、各学校

では、あらゆる対策のもと取り組みをして

おりますけれども、残念ながら減少せずに

ふえ続けているところであります。 

答弁では、その要因として、いじめ防止

対策推進法で定めるいじめの定義の中で、

軽い微妙なケースも含め、積極的に把握し

た結果とありますが、問題なのは、全国的

に少子化で入学する児童が減少している中

で、小学１年と３年が特に増加傾向にあ

る。その背景には、脱ゆとりによる授業の

負担増や子供の貧困率の高さなどによるス

トレスが、暴力やいじめという形で小さい

子供に顕著にあらわれていると言われてお

りますが、私はそれだけではないと考える

ところでありますけれども、この点につい

て、教育長の考えがございましたらお聞か

せください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 先ほどのロマンチ

ック街道の問題でありますけれども、これ

については、カントリーサインが高校生の

模擬議会の中で御指摘をいただいて、時間

がかかっていますけれども、もうちょっと

スピードアップしながら進めていきたいと

思っております。 

このロマンチック街道は、やはり大きな

観光資源として、町民の皆さんを含めて町

外から来る方に、しっかりと根づいていく

ような取り組みを、今後もしっかりと進め

ていきたいと、そのように思っております

ので、どうかよろしくお願いをいたしたい

と、そのように思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） ただいまの御質

問でありますけれども、低学年というか、

ふえているということでありますけれど

も、美幌町の話をさせていただければ、昨

年の１２月とことしの６月、年２回アンケ

ート調査をしているわけですが、美幌町に

おいても、確かに１年生については、６月

は入ったばかりなので調査はしていないの

ですけれども、単純に２年生あたりから比

較する中においては、件数としてはふえて

いるという状況ではあります。 

要因として、今、新鞍議員がおっしゃっ

たような中身と一致するのかどうかという

のは、私も確実には言えないのですけれど

も、ただ、データ的に見ると、低学年の部

分でふえているのかなというふうに思いま

すが、ただ、３年生、４年生を比べる中に

おいては、逆に減っているという実態でも

ありますので、全体的には美幌町のデータ

とすれば、小学校においては、データ的に

は減少しているという状況であります。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） ただいまの教育長

の答弁を理解いたしました。 

次の質問に移らせていただきます。 

美幌町では、いじめ、不登校に対する取

り組み、これはきめ細かく、あらゆる万全

の体制を図っていることが、答弁でよく理

解することができました。 

私も最初の質問で指摘しておりますけれ

ども、いじめの多様化、複雑化など、その

形態が巧妙化しているのが現実でありま
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す。 

このような中で、文部科学省の調査結果

では、いじめとして認知した事案のうち、

いじめのない状態が３カ月以上続いている

ことなどから既に解消しているとした割合

が、道内では９５.９％という数字でありま

すけれども、しかし、私は、まだまだ厳し

い見方をすべきではないかというふうに考

えているところでありますけれども、教育

長の考えがございましたらお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 公表されている

部分の北海道の状況は置かせていただい

て、美幌町の状況をお話しさせていただけ

れば、基本的には、私どもが普段先生方と

確認しているのは、それぞれの学校におい

ても、言うならば、どの子供にもどの学校

でも受け入れるということを前提で、最初

にアンケートしたときの認知件数がふえた

としても、解釈の部分ではなるべく拾いま

しょうという考え方であります。 

そして、今回御質問をいただいた問題は

そのあとなのです。それをきちんと学校内

で検証をして、その状態が続くか続かない

かということをきちんと、言うならば、児

童生徒、それから、保護者と聞き取りをし

て、その改善を図っていくということで、

それがやはり重要なことなのかなと思って

います。 

そして、結果的に認知件数から、その中

できちんと対応をして、言うならば、ある

程度内容把握をして、きちんと解決して、

最終的にいじめとして何件認知したかとい

うこの数値が大事かなというふうに思って

います。 

そういう意味からいけば、これも近々の

分でいけば、平成３０年６月と平成２９年

１２月を比べれば、若干ふえていると、言

うならば、いじめとして認定をするという

件数はふえているという状況であります。 

ということは、逆に言ったら、中身が複

雑、多様化しているということで、やはり

そのことで学校とそれから私どもを含め

て、対応には結構苦慮しているというのが

実態ではございます。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） よく理解いたしま

した。 

次の質問に移ります。 

不登校問題に関して、２０１７年施行の

教育機会確保法では、不登校の児童生徒に

は休養が必要とし、国や自治体による支援

の対象であると明記されており、不登校自

体は悪いことではない、当事者が望んで学

校に戻れるよう取り組みを進めるべきとあ

ります。 

美幌町では、不登校が継続された場合に

おいても、児童生徒やその保護者に対し

て、定期的に連絡や面談を行うとともに、

状況に応じて段階的な登校目標などの働き

かけを行っているとあり、当事者に寄り添

った対応をされておられます。 

ただ、不登校を問題行動とみなしている

学校関係者は少なくないと言われ、また、

非行を未然に防ごうと細かい規則で縛る学

校がふえている。このため、窮屈さに耐え

られず、登校できなくなる子供も少なくな

いと言われておりますけれども、この件に

ついて、教育長の考えがあればお聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 今お話しいただ

いたことは、私どもは、美幌町の学校では

そういう認識はないというふうに、どちら

かというと否定させていただきたいと思い

ます。 

要は、そういう不登校、休むということ

に対して問題行動とか、規則で縛るという

ことは、美幌町ではそういうことは学校で

はしていないというふうに答弁させていた

だきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 
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○３番（新鞍峯雄君） よく理解いたしま

した。 

次の質問でありますけれども、いじめを

受けている、あるいは、不登校の児童生徒

にとって、美幌町のように相談先が豊富

で、相談しやすい環境に恵まれていること

は心強いことであります。 

ただ、中にはどこにも相談しない、ＳＯ

Ｓを出さない子供もいます。ささいなこと

でも精神的にダメージを受けているため、

相談をするとか、救いを求めることさえ思

い浮かばない。逆に、自分を追い詰めてし

まう。 

あるいは、いじめられていることは、格

好悪く、自分が情けない、親にだけは弱音

を吐きたくないと思っています。 

ところが、いじめられている子供は、加

害者に対しては悔しい気持ちをもっていま

すけれども、学校や親、家族には自分の気

持ちをわかってほしい、本当は話しを聞い

てもらいたい。このような相反する、矛盾

する複雑な心が揺れ動いているとき、子供

には誰かに気づいてほしいという何らかの

サインがあるものであります。 

ただ、最近はこのサインも非常にわかり

にくいと言われておりますけれども、悩み

に悩んでいる子供のためにも、サインを捉

えて適切な対応を願うのでありますけれど

も、この件について、教育長の考えがあれ

ばお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 子供たちの置か

れている、不登校になっている子供たちの

状況、それから、いじめを受けてる子供た

ちが継続されるということであれば、基本

的に新鞍議員がおっしゃったことかなとい

うふうには思っています。 

ただ、その中で、やはり誰かに気づいて

もらうというか、わかりづらいのですけれ

ども、それをやはり何とかしなくてはいけ

ないと思いますし、それは私どもの役割で

はないかなというふうに思います。 

そういう意味では、いろいろなところに

気づくというか、そういうことをしっかり

としなければならないと思いますし、今、

平成３１年度から中学校で道徳の教科化が

始まった中で、本人たちの環境としては、

そういう環境を少しでも減らすという部分

と、逆に、子供たち自体がしっかりとそう

いう形になったときに、親なりそれから教

員なりに伝えるということも学んでいかな

ければならないのかなという気がします。 

今のままで受け身でいくと、本人がやは

り余りいい結果は生まれていないところが

あるので、子供たち自身も強くなるという

か、そういう教育も必要だというふうに思

います。 

これも美幌町でやっているいじめのアン

ケートの中で、年２回分けておりますけれ

ども、そういう状況をしっかり把握できる

というのは、どういう形で自分の置かれて

いる状況をわかってもらうことが多いのか

というと、やはりアンケートとか、教師に

相談をしているというパーセントが多いの

で、そういうことはしっかりと今後もして

いきたいというふうには思っております。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 理解いたしまし

た。 

この件の最後でありますけれども、答弁

にもありますように、いじめは人間として

絶対に許されない行為であり、いじめに対

する取り組みは、学校、教育委員会におけ

る最重要課題の一つとして、今後とも組織

的な対応を継続するとともに、いじめは早

期発見、早期対応であり、関係者が一体と

なった取り組みの推進を願って、次の質問

に移ります。 

美幌町屋内多目的運動場に関連する駐車

場の整備に対する考え方でありますけれど

も、年に一、二度大きな行事が行われ、駐

車スペースが埋まってしまい、臨時駐車場

として、旧給食センター跡地や美幌神社を
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借りているという事でありますけれども、

利用者には不便をかけていることとなりま

す。 

やはり、駐車場は余裕を持ってあるべき

ではないかと考えるわけであります。質問

でありますけれども、冬期間、除雪した雪

の排雪場を確保されておりますけれども、

雪のないときは駐車場としての利用が可能

かどうか、お伺いします。 

○議長（大原 昇君） 新鞍議員、それは

どこの部分ですか、もう一度はっきり伝え

てあげられますか。 

○３番（新鞍峯雄君） 排雪場。 

○議長（大原 昇君） スポーツセンター

内のどの辺の部分のことを言っているのか

を教えてあげれば答弁しやすいと思いま

す。 

○３番（新鞍峯雄君） スポーツセンター

の駐車場の雪を排雪する排雪場。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 冬期間の駐車場

の雪については、実際には、場所でいきま

すと電波塔の部分ですから、北西と言った

らいいでしょうか。今、土になっていると

ころです。 

今回、整備はするのですけれど、そこに

雪を集めて、クロスカントリースキーコー

スの雪に使っているのであります。 

ですから、駐車場の雪をそのままどこか

に排雪するというよりも、冬場のクロスカ

ントリースキーの練習場に使わせていただ

いているのが実態であります。（「理解し

ました」と発言する者あり） 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 質問を終わりま

す。 

○議長（大原 昇君） これで、３番新鞍

峯雄さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１１時３０分といたします。 

午前１１時２３分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 〔登壇〕 それで

は、大きく２項目について御質問させてい

ただきます。 

まず１点目は、手話言語等条例制定につ

いてであります。 

美幌町における聴覚障がい者の状況につ

いて。 

意思疎通手段の選択機会拡大のための施

策の考え方について。 

手話言語等条例の必要性について、質問

させていただきます。 

ろう者、ろうあ者、聴覚障がい者、聴力

障がい者、難聴者、耳の不自由な人、耳に

ハンディキャップがある人、中途失聴者な

ど、耳の聞こえない人の呼び方はさまざま

あります。また、耳が聞こえなく、聞こえ

づらくなった過程において、それぞれ特徴

が違います。しかしながら、見た目ではそ

の障がいがわからないことがほとんどで

す。 

コンビニで箸は要りますかと言われても

わからない。後方から車が接近し、クラク

ションを鳴らされてもわからない。 

一見、健常者にみえても、音が聞こえな

い、聞こえづらいというハンデは、時には

コミュニケーションがうまくできない、時

には危険を察知できないことが多々ある事

を健常者は理解すべきだと思います。 

ヘレンケラーの言葉に「目が見えないこ

とは、人と物を切り離す。耳が聞こえない

ことは、人と人を切り離す」というのがあ

ります。社会は、聞こえる人も聞こえない

人もコミュニケーションができる環境にな

ければならないと思います。 

現在、全国２４道府県、２区、１４９

市、１９町の合計１９４自治体で手話言語
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等条例が制定されています。平成３０年１

０月２５日現在の状況ですから、今はもう

２００条例を超えているかもしれません。 

平成２３年８月、国の障害者基本法の改

正により、「全て障害者は、可能な限り、

言語（手話を含む。）その他の意思疎通の

ための手段についての選択の機会が確保さ

れるとともに、情報の取得又は利用のため

の手段についての選択の機会の拡大が図ら

れること。」第３条第３号地域社会におけ

る共生等と規定され、北海道においても平

成２６年第１回定例道議会において、手話

言語法（仮称）の制定を求める意見書が採

択されました。 

また、それら必要性から平成２８年１月

８日に意思疎通支援部会が設置され、手話

調査会及び意思疎通支援調査会が主体とな

り、数回の各調査会と支援部会を開催し、

平成２９年９月１１日、意思疎通支援部会

において、手話を言語として位置づける条

例と、要約筆記や点字など、障がい者のさ

まざまな意思疎通手段を普及・促進させる

条例を別々に制定する方針が提案され、了

承されました。 

これを受け、平成３０年２月２１日開会

の第１回定例道議会において、北海道障が

い者の意思疎通の総合的な支援に関する条

例（案）と北海道言語としての手話の認識

の普及等に関する条例（案）が上程され、

３月２０日可決されました。この条例は、

ことし４月１日から施行されております。 

そこで質問ですが、１点目は、美幌町に

は聴覚障がい者の方はどのくらいいるので

しょうか。 

また、その中で手話を活用されている方

はどのぐらいなのでしょうか。 

２点目、国の障害者基本法改正を受け、

意思疎通のための手段についての選択機会

拡大を図るための施策をどのように考えら

れているのか。 

３点目、手話言語条例の必要性をどのよ

うに考えられているのか。 

以上、３点についてお聞きします。 

大きい項目の２点目であります。 

美幌町全町的イベントの行政のかかわり

について御質問させていただきます。 

観光和牛まつり、夏まつり、ふるさと祭

り、冬まつりなどの全町的イベントにおけ

る実行委員会と行政のかかわり方について

であります。 

美幌町では、７月に観光和牛まつり、８

月夏まつり、９月ふるさと祭り、２月冬ま

つりの全町的なイベントが開催されていま

す。そのほかにも地元商店街や各種団体が

主催するイベントも多数あります。それぞ

れのイベントに金銭的支援を行っていると

思いますが、今回は特に全町的なイベント

における行政のかかわり方についてお聞き

します。 

それぞれの全町的イベントは、それぞれ

実行委員会が組織され、そこに行政ができ

ることを支援していると認識しています

が、それぞれのイベントにおいて、行政の

支援に温度差があるように感じておりま

す。 

例えば、８月の夏まつりは、会場準備と

撤収に多大の人力が必要となりますが、実

行委員会はもとより、建設業協会や隊友

会、美幌駐屯地などから支援をいただき準

備し、行政はテント類の貸し出しなどの支

援をしている状況かと思います。行政支援

的には比較的小さいかと思っております。 

逆に、７月の観光和牛まつりでは、会場

準備、撤収、９月のふるさと祭りにおいて

は、会場準備、期間中の運営など比較的大

きな行政支援を行っているのかなと感じて

おります。 

それぞれの実行委員会が組織され、開催

しているイベントです。実行委員会とのか

かわり方について、何か基準があるのか、

その考え方についてお聞きしたいと思いま

す。 

よろしくお願いをします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 
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○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 戸澤議

員の質問にお答えを申し上げたいと、その

ように思います。 

手話言語等条例制定についてであります

が、障がいのある人もない人もともに地域

で暮らすノーマライゼーション社会を実現

していくことは、私たち全ての町民の願い

であります。 

本町では、平成２９年３月に策定した第

２期美幌町障がい者計画により、「誰もが

安心して暮らせる、人にやさしいまちへ～

みんなで護りあうまちを目指して～」の基

本理念のもと、「住み慣れた地域で安心し

て生活を送るために」、「活き活きと生活

できる環境をつくるために」、「地域全体

で障がい者を支えるために」を基本目標に

掲げ、各種施策に取り組んでおります。 

御質問の１点目、美幌町内の聴覚障がい

者と、手話を活用されている方の人数であ

りますが、本年４月現在、聴覚障がいによ

り身体障害者手帳を交付された方は８４名

で、複合障がいを含めると１０１名おり、

このうち４名の方が手話を活用されている

と認識しているところであります。 

２点目の意思疎通手段の選択機会拡大の

ための施策の考え方については、障がいの

有無にかかわらず、全ての町民が安心して

生活を送ることができるよう、バリアフリ

ー社会を実現することが大切であります。

このため、障がいの特性に応じた配慮は大

切なことであり、意思疎通手段に係る選択

機会拡大は、どの施策にも存在するものと

考えております。 

３点目の手話言語等条例の必要性につい

てでありますが、平成２３年の障害者基本

法の改正や、平成２６年には障がい者の権

利に関する条約批准により、手話が言語と

して明確に位置づけられました。 

このような動きなどを受けて、北海道で

は広く道民に手話が言語であるとの認識を

普及させるため、本年４月より北海道手話

言語条例を施行しているところでありま

す。 

本町においては、道条例が適用されてい

ることから、道条例の普及、啓発を図りつ

つ、調査、研究を進めていきたいと考えて

いるところであります。 

いずれにいたしましても、地域社会に存

在する障がいへの偏見や差別といった心の

バリアを解消することが肝要であり、障が

いに対する理解をより深め、地域全体で障

がい者とともに生きるこの社会を構築する

ため、さまざまな取り組みを行ってまいり

ますので、御理解賜りますようよろしくお

願いをいたしたいと、そのように思ってお

ります。 

次に、美幌町全町的イベントの行政のか

かわり方について、観光和牛まつり、夏ま

つり、ふるさと祭り、冬まつりなどの全町

的イベントにおける実行委員会と行政のか

かわり方についてでありますが、町では１

年を通じさまざまなイベントが開催され、

多くの町民の皆様に楽しんでいただいてお

ります。 

これらのイベントは、多くのスタッフの

支援により成り立っていますが、それぞれ

のイベントには実行委員会が組織され、そ

の中で協議、検討されながら実施されてお

ります。 

御質問のそれぞれの実行委員会と町との

かかわり方の基準についてでありますが、

特に明確な基準は定めておりませんが、ふ

るさと祭り、冬まつりについては、過去の

経過から町が事務局を担っていることか

ら、町職員による支援が大きくなっており

ます。 

また、観光和牛まつりにおいても、従来

はイベント部会の事務局を町が担っていた

ことから、その流れで現在も町職員の支援

が大きくなっております。 

夏まつりに関しましては、商工会議所が

事務局を担っており、商工会議所のイベン

トという意識が高いため、特に、会場設営

及び撤収作業については町に頼らないで進
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めることを念頭において開催していただい

ている現状にありますが、町からは商工観

光グループと、若手のボランティアスタッ

フが支援をしております。 

今後とも町民に楽しんでいただけるイベ

ント開催のための支援に努めるとともに、

スタッフに過度な負担とならないよう、実

行委員会の中でも協議してまいりたいと考

えております。 

以上、答弁をさせていただきました。 

よろしくお願いをいたしたいと、そのよ

うに思います。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） それでは、手話言

語条例の制定についてから再質問をさせて

いただきます。 

手話言語法の制定を求め、美幌町議会で

も平成２６年６月の定例議会において意見

書提出が議決をされ、今では、全国１,７８

８の地方議会全てで採決されております。 

また、平成３０年１１月３０日現在で、

１９９の自治体で手話言語条例が制定され

ているという事実からしても、社会全体が

手話は言語だと認めていると言っていいと

思います。 

そのような社会情勢の中で、我が美幌町

においては北海道手話言語条例が適用され

ていることから、道条例の普及、啓発を図

りつつ、調査、研究を進めてまいりたいと

いう御答弁をいただきました。 

私的には、簡単に言えば道条例を批准す

るから別に美幌町独自の条例はつくること

はないというふうに受けとめました。その

ような考えだからこそ、聴覚障がい者の方

が１０１名もいるのに４名の方しか手話を

活用されていないのではないでしょうか。

この４名というのが、多いと思うのか、少

ないと思うのか、私は非常に少ないのでは

ないかというふうに思います。 

また、道条例には道条例の役割があり、

市町村条例には市町村条例の役割があるの

ではないでしょうか。 

全日本ろうあ連盟が２０１４年に作成し

ました条例モデル案の役割というのがあり

ますけれども、それによりますと、都道府

県手話言語条例は、各地のろう者団体及び

手話通訳者団体、市町村と連携をして、一

つ、手話を学ぶ機会の確保、二つ、手話を

用いた情報発信など、三つ、手話通訳者等

の確保養成など、四つ、学校における手話

の普及、五つ、事業者の支援、六つ、ろう

者等による普及啓発、七つ、手話に関する

調査研究の７項目についての施策を推進を

するとともに、聴覚障がい者情報提供施設

等の支援、ろう学校における手話教育の推

進を任務としているとあります。 

また、市町村手話言語条例は、手話を使

用する住民について、手話によるコミュニ

ケーション及び社会参加がしやすい環境を

整えるために、地域における手話への理解

と普及を促進するための施策を行うこと、

具体的には、ろう者にかかわる公共機関、

商業施設など、企業、町内会等の住民組

織、地域の小中学校での手話についての啓

発と普及活動及び手話通訳者の配置などを

任務としているとあります。 

このように、美幌町の特性に合わせた条

例制定は必要ではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 御質問にヘレンケ

ラーの言葉もありました。そして、聞こえ

る方も、聞こえない方もコミュニケーショ

ンができる環境になければいけないという

のは、私どもも同じような考え方でありま

す。 

それで、道条例ができたから、それにべ

ったりもたれかかって、私どもは何もしな

いというようなことではなくて、我々がで

きることをしっかりやっていきましょうと

いうことが、障がい者計画にあらわれてい

ると思います。 

先ほどの質問が飛んでしまいましたの
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で、もう一度質問していただければと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 道には道条例の役

割があり、市町村条例には市町村条例の役

割ということで、先ほど具体的に説明させ

ていただきました。 

それで、道条例を批准というか、道条例

があるから町はそれでやっていけるという

考えのもとで御答弁いただいたのですが、

そうではないでしょうと、町にとって美幌

町の特性があるから、それに沿った条例制

定が必要ではないですかという質問であり

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 先ほど答弁させて

いただいたように、道条例があるからそれ

にべったりともたれかかって何もしないと

いうことではなくて、障がい者計画にあり

ますように、しっかりとした取り組みをし

ていかなければいけないとそのように思っ

ていますし、また、美幌にとって特徴的な

のは、複合障害を含めると１０１名いると

いうことでありますので、そのうち４名し

か手話を利用していないということは、

我々の今までの取り組みがちょっと緩かっ

たのかなというふうな思いも正直しており

ます。 

そんな中、後天性と先天性でいろいろあ

ると思います。聴力については。 

そんな中、手話が十分言語として認めら

れているということでありますので、これ

については、今後しっかりとした取り組み

をさらに進めていかなければいけないので

はないか、そのように思っております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） １０１人に対して

４名しか手話を使ってない。使わないほう

が悪いのだと言うとそれまでかもしれませ

んけれども、やはりそういう環境にないと

思うのです。そういう環境にしてやるのが

行政の務めであるのではないかと思いま

す。 

障害者基本法の改正により、言語の中に

手話を含むということで、これは明確に記

述されました。この時点で、手話は言語で

あるということが確立されたわけでありま

すけれども、そうであれば、手話言語条例

は要らないのではないかという意見もあろ

うかと思います。しかしながら、手話言語

条例は何を目指す法律かということなので

すけれども、ここに手話でＧｏ！というこ

とで、これは全日本ろうあ連盟が作った冊

子ですけれども、これによりますと、手話

はろう者にとって母語、母親の言葉です

ね、母語であることを示し、ろう者が日常

生活や職場などで、自由に手話を使ったコ

ミュニケーションがとれること、ろう教育

に手話を導入し、ろう児や保護者が手話に

関する正しい情報を得ることなどが保障さ

れ、ろう者が社会的に自由に生きられるこ

とを目指す法律であるというふうに記載さ

れております。 

また、手話には、日本手話と日本語対応

手話、手指日本語と言うこともありますけ

れども、あるいは混声手話があり、どれが

手話言語か定義づけされておりません。 

日本語対応手話は、一つ一つの単語を日

本語の語順のまま手であらわしたものであ

り、手であらわしても、紙に書いても、点

字であらわしても、日本語は日本語である

という考え方もあります。それをどう定義

づけるかということが必要ではないかと思

います。 

唯一、埼玉県朝霞市が朝霞市日本手話言

語条例で言語としての手話を日本手話と明

示をして条例化いたしました。そのほかに

も、手話による観光案内を促進する旨の規

定を設けた京都市、あるいは三重県の条例

や、災害時の対応について言及した旭川市

等の条例もあります。 

このように、市町村手話条例を策定をす
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る意義は大いにあるのではないかと思いま

すけれども、美幌町の特性に合わせた、美

幌町カラーの条例を策定する考えは、今一

度確認しますが、ないでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 各地の条例を見さ

せていただきました。 

それによると、やはり精神的な部分が大

きいのかなという思いを率直に感じまし

た。精神的な健常者側のバリアをどうとる

のかということを含めて、という思いを率

直にいたしました。 

それで、この町にとってどんな条例が必

要なのかということになると思いますけれ

ども、これについては、やはり具体的にい

ろんな方策も含めて、必要なのかどうかと

いうことも含めて、いろいろ検討しなけれ

ばいけないと思います。 

ただ条例をつくって、それで終わりかと

いうことになるといかんともしがたい話に

なってしまいますので、例えば、条例をつ

くって、第２期障がい者計画がありますけ

れども、こちらでしっかりとした取り組み

をうたっていくのかどうかということも含

めて全体で考えていかなければいけない、

そんな思いをしておりますので、つくると

したら、もう少し具体的な内容を入れては

どうなのかなというような思いは率直にし

ております。 

以上であります。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 先々月、１０月に

なりますか、美幌手話の会ピポロというサ

ークル活動が美幌町内にあります。その創

立２０周年の記念行事があったわけですけ

れども、その中で町長が来賓として来られ

まして、手話で御挨拶をされたということ

で、北見市とか、網走市とかほかの市長の

方も結構来られたのですけれども、美幌町

長はすごいね、手話で挨拶ができるねとい

うことで、美幌町も手話条例が進むのかな

ということで皆さん期待されたのではない

かというふうに思いますが、例えば、視覚

障がい者、目の見えない方については、ハ

ード整備としては、全国各地で点字の歩道

ですとか、あるいは、信号機のところに音

が鳴る信号機などがついているとか、これ

は当たり前の状態になっているわけです。

視覚障がい者にとってはです。 

聴覚障がい者にとっては、そういう当た

り前となるハード面というのか、全国を見

ても今のところどこにもないです。何のハ

ードが必要なのかというのは、私も案はあ

りません。これは、やはりそういう団体の

方といろいろ話をして、こういうハード面

が必要だということが今後の課題となると

思うのですけれども、そういうハード面

を、例えば、日本に先駆けて美幌町がつく

っていくというのも一つの手ではないかと

いうふうに思います。 

また、道の条例を啓発してやっていくと

いう御答弁がありましたけれども、例え

ば、行政ができることの一例として、ポス

ターを作成して掲示をするとか、それで、

手話というのがあるのだなというのが町民

の皆さんに知ってもらえるＰＲにもなりま

す。あるいは、月１回配布している広報誌

で、普及活動、例えばワンポイント手話を

連載するとか、そういうことも普及活動に

なると思います。 

また、手話通訳者の養成という観点で、

例えば、資格試験を受けるために個人負担

をするわけですけれども、個人に補助金を

出すのはどうかという問題点もあるかと思

いますけれども、それらに補助金を出すと

か、あるいは、今、羽田空港とかにもあり

ますけれども、遠隔手話通訳サービスや、

手話フォンというものを行政の窓口に置く

とか、お金がかかる話ですけれども、ある

いは、ろう者の方を雇用している企業、美

幌町にもありますけれども、そういうとこ

ろにこういう機器を入れるときには補助金

を出すとか、まだまだ考えれば考えるほど
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いっぱいあると思うのです。 

だから、そういうものを、先ほど町長が

これから検討しなくてはならないというこ

とでしたので、私もすぐにつくれと言って

いるわけではないです。やはり、ろう者の

方が本当にこういう条例ができてよかった

と思えるような条例をつくることが、非常

に大切だと思うのです。 

そのためには、やはり、行政だけではな

く、ろう者の団体ですとか、雇用している

企業とか、いろんな意見を聞いて、そうい

う組織を立ち上げて協議していくことが非

常に重要ではないかと思います。 

そして、美幌町にしかない美幌町独自の

条例制定に向けて、そういう組織を立ち上

げることが今は重要だと思いますけれど、

そういう考えはないでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 我々もいろいろや

っております。 

ヘルプカードというのは御存じでしょう

か。知っておられますね。 

ヘルプカードであるとか、あるいは、全

日本の何と言いましたでしょうか。それは

後ほど答弁させていただきますけれども、

ヘルプマークであるとか、ヘルプカードで

あるとか、そういう取り組みをしておりま

す。 

ハードの面で言うと、最近オープンした

びほーるについては、高齢者の視覚、黄色

の変化と書いてありますけれども、そし

て、弱視だとか、色弱者に配慮して明度差

の大きい配色をするということで、例え

ば、トイレなどブルーの大きなマークがつ

いていると思います。 

あるいは、誘導ブロックであるとか、あ

るいは、ピクトグラムと言うのでしょう

か、絵文字だとか、あるいは、表示の大き

さ、配色、コントラストなどを工夫して、

目の見えない方、あるいは、弱視と言いま

すか、そういった方に配慮したこともやっ

ておりますので、条例がないから全て何も

しないということではなくて、条例がなく

てもやれることをしっかりやるというよう

なことをやっておりますので、御理解をい

ただきたいなと、そんなふうに思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ただいま、町

長が答弁いたしましたけれども、先ほどお

話ししましたヘルプマーク、ヘルプカード

につきましては、支援や配慮を必要として

いることが外見からわかりにくい方が、周

囲に理解や配慮を必要としていることを伝

えるものということで、これにつきまして

は、広報等に載せまして、啓発、普及して

いるところであります。 

それ以外にも、町といたしまして、聴覚

障がい者の方に対する支援としては、国の

補助でありますが、補装具等の支給、これ

は自己負担もありますけれども、補装具と

視覚障がい者用の屋内通信装置というよう

なものを、そういう部分でしております

し、意思疎通の方法としましては、そうい

う配慮、ヘルプカード等を見せていただく

と、ゆっくり口の動きや表情がわかるよう

に正面から話してくださいというような周

知等もしているところでございますので、

わからないと対応ができないということが

ありますので、そういう啓発、普及につき

ましては、今現在も広報、ポスター、ホー

ムページ等でしているところですけれど

も、なおかつ、さらに啓発を進めるために

は講演会だとか研修会、これは聴覚障がい

者だけに偏っていないですけれども、年２

回いろいろな障がいのある方の対応につい

ての研修会等も開催しているところであり

ますので、今後につきましても、そういう

部分を含めまして、さまざまな部分につい

ての検討、普及をこれから図っていきたい

というふうに考えておりますので、御理解

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 
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○６番（戸澤義典君） いろんな障がいの

方は確かにおられて、いろんな施策をやっ

ているのは存じております。 

美幌町意思疎通支援実施要綱というもの

も定めて、そういう支援をやっているとい

うのは承知してます。 

今回は特に、聴覚障がい者に対する条例

制定というものをポイントに捉えて議論さ

せていただいていますので、その中で、や

はり、現場というか、実際にそういう状態

の人の、ろうの方のお話を聞くということ

が１番重要ではないかと思うのです。 

そういうお話を聞いて、何に困っている

のか、何が必要なのかということを把握を

しないと、次の段階には進めないのではな

いのかということで、それをやるために

は、まずそういう組織をつくって、きちん

と意見、要望を吸い上げることをしてはど

うですかということで、先ほどの御質問を

したのですけれども、その件に関してはど

うでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 先ほど、条例

制定につきましては、町長がお答えしたと

おりでございますけれども、手話が言語で

あるということ、多様な意思疎通支援につ

いて必要だということが論じられておりま

すので、ただ、それぞれの町村によって違

いますので、他の先進事例の条例をそのま

まという形にはいきませんが、条例の内容

だとか、制定後の取り組みについてどのよ

うなことをしているかという部分の調査研

究を行いながら、関係者の意見を伺うとい

うことは、当然必要なことだと思いますの

で、そういう部分につきましても、今後進

めてまいりたいというふうには考えており

ます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 意見を取り入れて

調査研究をしていくということなので、ぜ

ひ、実態を把握していただいて、美幌町に

反映できる事があれば反映していただきた

いなというふうに切にお願いするところで

あります。 

２点目の美幌町の全町的イベントの行政

のかかわりについて、再質問させていただ

きます。 

以前事務局を町が担っていたことから、

今、温度差があるのだという御回答でした

けれども、これは、事務局を行政が担って

いたということなのですけれども、担った

経緯というのを、できれば簡単に御説明い

ただきたいのですが。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 総務部のほう

で所管をしておりますふるさと祭りについ

てでございますが、このふるさと祭りの開

催については、お祭り時の暴力団、テキ屋

の排除で、子供たちに安全なお祭りに参加

をしていただこうという趣旨から、このふ

るさと祭りがスタートしたものでございま

す。 

そのときに、暴追協を総務のほうで持っ

てございましたので、暴追協の事務局を当

時は役場の庶務係で行っていたという経緯

から、テキ屋を排除した中での町民手づく

りのお祭りを進めていくということについ

て、総務部のほうで中心となって組み立て

ていったという経緯がございますので、そ

の経緯が今も残っているということで、今

も暴追協に関する事務局は、今のまちづく

りグループで担っているということから、

多くの職員が、どちらかというと行政主導

で、こういったイベントをつくっていこう

ということを関係団体、暴追協を中心とし

て呼びかけを行っていたということもござ

いまして、今でも行政中心の中で、ふるさ

と祭りについてはイベントの運営をさせて

いただいているというところでございま

す。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 事務局の関係

で、経済部所管のイベントでございます
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が、１点目、観光和牛まつり、こちらは答

弁書にもございますように、町がイベント

部会の事務局になっていたという経緯がご

ざいます。このようなことから、現在も町

が支援を比較的大きな人数でやっていると

いう経緯がございます。 

二つ目、びほろ冬まつり、こちらは、昭

和４０年代、５０年代に、当時トレーニン

グセンター、今のスポーツセンターがあり

ますところ、こちらで当時の青年団体が中

心となってやっておりましたけれども、一

時期これが途絶えたというか、イベントが

ない時期がありました。それを再開しよう

ということで、町が中心になって復活した

という経緯があって、町が事務局を担って

いるという状況でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 何の団体も、何の

イベントもそうだと思うのですけれども、

やはり、事務局を担っていれば、相当な体

力とか労力が必要になってくるというのは

目に見えている話で、せっかく実行委員会

があるのですから、実行委員会に事務局を

渡すという考えは、今まであったのか、な

かったのか、あるいは、渡すことはできる

のか、できないのかについてはどうでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） ふるさと祭り

でいけば、実行委員会としては、暴力追放

推進協議会が中心となってやっています。

その中で、もともと暴追協のメンバーが実

行委員として名を連ねているという感じに

なりますので、現実的に事務的な作業です

とか、いろいろな調整を含めて実行委員会

にお渡しをするということは、現時点では

相当難しいだろうというふうに考えており

ます。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいま、ふ

るさと祭りについて総務部長のほうから御

答弁申し上げましたけれども、冬まつりに

ついても同様の状況であると認識しており

ます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 今回、何でこのよ

うな質問をさせていただいたかというと、

行政職員の負担が見てても非常に大きいの

ではないのかなというのが１番あったので

す。 

夏まつりを見ていますと、本当にみんな

がボランティアで参加して、準備したり、

撤収したりということで、非常に言い方が

悪いですが、行政の職員の方は余りかかわ

っていない、あれがやはり１番理想の姿で

はないかというのがありましたから、今回

こういう質問をさせていただいたのですけ

れども、何か行政の職員が本当にみずから

もお祭り、イベントを楽しめるような、そ

ういう組織づくりというか、それが重要で

はないかと思うのですけれども、例えば、

シルバーでもボランティアでも、要する

に、お金を出して準備してくれる、労務が

あればそういうところにお願いするとか、

何かしら職員の手をなるべくかけないよう

なイベントづくりというのが非常に重要で

はないかと思うのですが、そういう考え方

はないでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議員が今おっ

しゃったとおり、各イベント実行委員会が

設置をされてございます。基本的には実行

委員会が中心となって、運営、準備をして

いただく、企画もしていただくということ

が１番望ましいイベント運営のあり方だと

いうふうに考えてございます。 

それをすぐ移行した形でできるのかとい

うと、それぞれ歴史を持ったイベントでご

ざいますので、継続していかなければいけ

ないというふうに考えておりますので、今
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すぐそういった形で実行委員会のほうにお

任せをしながら、なおかつ、そういった形

で労務提供を金銭的に解決するということ

であれば、恐らく町の金銭負担も出てくる

だろうということも考えられますけれど

も、そういったことも全部含めながら、ど

ういった形で今後のイベント運営ができる

のかということについては、それぞれ実行

委員会の中でも協議をいただくということ

も必要だろうというふうに思っています

し、さまざまな形で、まずは継続していく

ためにどういった形のイベントの運営のあ

り方がいいのか、人員体制を含めて、そう

いったことも実行委員会の中でも協議をい

ただくという形で進めないと、いつまでも

役場の職員もこれが継続できるかという

と、なかなか厳しくなるときも来るのだろ

うというふうに思っていますので、それら

を含めて実行委員会の中でも協議いただき

たいというふうには考えております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 今回、一石を投じ

ることができましたので、趣旨は達成した

ということで、私の質問は終わらせていた

だきます。 

○議長（大原 昇君） これで、６番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１３時３０分といたします。 

午後 ０時１４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） 〔登壇〕 私

は、２項目について通告してございますの

で、順次、質問をさせていただきます。 

まず最初に、福祉行政についてです。 

福祉行政の一つ目として、風疹予防接種

について質問させていただきます。 

風疹は、５年ごとの周期で大きな流行が

発生しておりますが、現在は、定期予防接

種により先天性風疹症候群の障がいを予防

できるようになりました。 

ところが、平成３０年、大都市圏を中心

に風疹が大流行となり、患者は前年度の１

２倍となっています。 

平成２８年度の感染予測調査によります

と、３０歳代から５０歳代までの男性の５

人に１人は風疹の免疫を持っていないこと

がわかりました。 

美幌町の風疹感染状況、それから、今後

の対応についてお示しください。 

二つ目、児童虐待防止についてです。 

去年も一般質問しておりますが、道内児

童相談所での児童虐待対応件数は年々増加

しており、美幌町においても増加傾向にあ

ります。 

状況に応じて、児童相談所、警察などの

関係機関と連携し、情報を共有していると

思いますが、親の悩みが軽減され、保護の

必要がないと判断し、保護を解除した後に

虐待が再開してしまうケースが見受けられ

ます。 

町の担当者は、他の業務も兼任してお

り、対応に苦慮している状況もあると思い

ますが、今後の対応策についての考え方を

お示しください。 

二つ目の地域サポーター制度についてで

す。 

自治会との身近な相談窓口として、地域

サポーター制度が導入されていますが、制

度の目的、活用方法などが地域住民に十分

理解されていないため、利用しやすい状況

となっていないと思われます。 

活用方法によっては、地域住民のコミュ

ニケーションが図られる制度だと思います

が、制度の見直しを含め、今後の取り組み

についての考え方をお示しいただきたいと

思います。 

以上、１回目の質問を終わります。 
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○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 坂田議

員の質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

初めに、福祉行政について。 

風疹予防接種についてでありますが、風

疹は風疹ウイルスによって起こる急性の感

染症で、発疹、発熱、リンパ節の腫れなど

を主症状とするものであります。 

妊娠初期に感染すると、先天性風疹症候

群と呼ばれる聴力障がい、先天性心疾患、

白内障などの障がいを持ったお子さんが生

まれる可能性が高くなります。 

平成２５年には、全国で成人男性を中心

に風疹の流行が見られ、このときの流行の

影響で４５人の先天性風疹症候群の報告が

されております。 

平成３０年も関東圏を中心に風疹の罹患

数がふえている状況にあり、平成３０年１

１月１８日現在の風疹の累積罹患数は２,１

８６件となっており、そのうち北海道にお

ける罹患数は１６件の報告があります。 

近年の流行における患者の大半は３０歳

代から５０歳代の男性で、この年代の男性

の抗体保有率は８割程度と他の年代がおお

むね９割であるのに対して低く、昭和５４

年４月１日以前に生まれた男性は、定期の

予防接種の機会がなかったためと言われて

おります。 

平成２５年の風疹の流行を受けて、北海

道では平成２６年６月より、妊娠を希望す

る出産経験のない女性や、風疹の抗体価が

低い妊婦の配偶者を対象に風疹抗体検査事

業を実施しており、平成３０年度における

１１月２６日現在の検査数は、北見保健所

管内で２８件、そのうち美幌町民の方は３

件となっております。 

御質問の美幌町の風疹感染状況と今後の

対応についてでありますが、美幌町の風疹

感染の報告は現在のところはございません

が、今後の対応につきましては、妊婦一般

健康診査の検査項目として実施している風

疹抗体検査において、抗体が低い妊婦自身

への感染予防と、配偶者を含む同居家族の

風疹抗体検査の勧奨に努めるとともに、婚

姻届出の時にも、風疹の症状や妊婦への影

響、北海道の風疹抗体検査の周知等に努め

てまいります。 

また、現在厚生労働省では、ワクチンの

接種率が低く、患者の多数を占める３０歳

代から５０歳代男性の抗体検査や予防接種

の原則無料化を検討していることから、国

の動向を確認しながら風疹予防の対策を進

めてまいりたいと、そのように思います。 

次に、福祉行政について、児童虐待防止

についてでありますが、道内児童相談所で

の児童虐待対応件数につきましては、札幌

市を含めまして平成２９年度で５,１３３

件、前年度比１０６％となっており、オホ

ーツク管内を管轄している北見児童相談所

では、平成２９年度で２６６件と、前年度

比８２％で減少しているものの、通報件数

では３８７件であり、１０８％と増加して

いる状況になっております。 

本町における児童虐待の対応件数につき

ましては、通告も含めまして、平成２８年

度で１２件であったものが、平成２９年度

では１３件、平成３０年度は１１月末まで

ですが１４件で、既に前年度を超えている

状況にあります。 

お尋ねの今後の対応策についてでありま

すが、町に虐待の通告があった場合やその

疑いの情報をつかんだときは、その内容に

より各関係機関で構成する美幌町要保護児

童対策地域協議会の中で対応を協議してお

り、ケースによっては児童相談所へ一時保

護の措置をとるなど、児童の安全確保を図

っているところであり、また、相談や通告

の窓口を広報やポスター、リーフレットで

周知し、早期発見、早期防止に努めている

ところであります。 

町の担当者は他の業務も兼任しておりま

すが、児童福祉法の改正に伴い、担当者の

専門性を強化しなければならないことか
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ら、今年度２名の職員が専門的研修を受講

しており、要保護児童対策調整機関の調整

担当者として業務を担っております。 

町としましては、今後もこの２名の職員

を中心に対応を行ってまいりますが、児童

の健全育成のため、虐待防止は重要な課題

であるとの認識のもと、担当職員のさらな

る専門性向上のための研修受講により、相

談、対応体制の強化を図り、児童相談所を

初めとした各関係機関と連携をとりなが

ら、児童虐待の早期発見、早期対応に努め

てまいりたいと考えております。 

次に、地域サポーター制度についてであ

りますが、この制度は、各自治会内で生じ

た課題や問題を自治会の自主的な活動によ

り解決するため、地域サポート職員が自治

会と行政とのパイプ役となり、各自治会の

活動支援を行う目的で、町長第１期のマニ

フェストとして平成２０年５月からスター

トしております。 

スタート当初は、６７自治会を八つのグ

ループに分け、地域サポート職員として、

部局長、主幹を１グループに４名から５名

を配置していました。 

平成２７年４月からは、６７自治会を３

４グループに分け、主査、担当も含め、地

域サポート職員を１グループに３名配置し

ております。 

このように、サポート職員の拡大など変

更を行ってきていますが、活用は少ない状

況であります。活用が少ない理由として考

えられるのは、自治会長が直接役場の担当

部局に相談に来たり、自治会の担当である

まちづくりグループに相談に来て解決して

いる事項があります。 

また、自治会の役員として活動している

役場職員もおり、その職員が解決している

場合もあります。 

これらのほかにも、地域の共通課題をテ

ーマに年２回、自治会連合会と行政との懇

談会が実施され、課題解決に向けて意見交

換が行われていたり、年に１度、各自治会

の要望を取りまとめ、自治会連合会より町

へ要望書が提出され、解決しているものも

あります。 

これらの現状を踏まえ、相談の受付方法

や支援の方法、情報提供の場としての活用

など、制度のあり方も含め、今後、自治会

の意見も聞きながら検討したいと考えてお

りますので、御理解をお願いいたしたいと

思います。 

以上、答弁させていただきました。 

よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） まず最初の風疹

予防接種について、再度質問をさせていた

だきます。 

平成２５年度の風疹の流行を受けて、北

海道では平成２６年度より妊娠を希望する

出産経験のない女性や、風疹の抗体が低い

配偶者を対象に風疹抗体検査を実施してい

ることは、先ほど答弁をいただきましたの

で、十分承知しているところでございます

が、内容がまだ行き渡っていないところも

あるのではないかと感じているところであ

ります。 

先ほども答弁いただきましたけれど、妊

娠初期にかかると胎児がウイルスに感染

し、難聴、心疾患、白内障、そして、精神

や身体の発達のおくれなど、障がいを持っ

た赤ちゃんが生まれてくる可能性が大であ

ると認識しております。 

これらの先天性風疹症候群を持った赤ち

ゃんが、これら全ての障がいを持って生ま

れるとは限りませんが、障がいのうちの一

つ、二つのみを持つ場合も多く見られてお

ります。 

風疹の流行している地域では、先天性風

疹症候群に悩まされている親たちが中心と

なって、子供たちがこういう症候群になら

ないようにということで、予防接種を受け

る働きかけをしているところが随分見受け
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られます。 

政府は２０１９年度の予算で実施する対

策の一部を２０１８年度中に実施し、免疫

の有無を調べる抗体検査を受けた人に幅広

く助成金を出す方向で検討しているという

報道がされております。 

また、１１月３０日のテレビのニュース

によりますと、３９歳から５６歳までの男

性については無料、２０歳から３０歳代ま

では検討するということでありますので、

感染リスクの高い３０歳代から５０歳代の

男性にワクチンを進めるべきではないかと

考えております。まだ男性のワクチンにつ

いては、なかなか町内でも浸透していない

状況にありますので、やはり、今後しっか

りとした取り組みが必要ではないかという

ふうに考えておりますが、その点について

はいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） まず、風疹という

ものがどんなものかということがわからな

い男性が結構おられると思います。 

私たちの年代になると大分わかっている

と思いますけれども、若い町民の方は、風

疹と言ってもなかなかなじみがないようで

ありますので、まずは、ＰＲをしっかりし

て、そして、怖い病気なのだということを

しっかりと学ぶことが必要ではないかと、

そのように思っておりますので、そうした

ことも力を入れながら、極力、この町から

不幸にも難聴や先天性の心疾患、白内障な

どで生まれる可能性が高いと言われており

ますけれども、そうしたことがないように

しっかりとした対応をしていきたいと、そ

のように思っております。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 今、答弁いただ

いたとおりだと思います。 

先ほどの第１回目の答弁にもいただいて

おりますけれど、３０歳代から５０歳代の

男性で、予防接種を受けなかった時期とい

うのが、ちょうどこの年代に当たるのかな

というふうに思われます。 

風疹自体の病気は、子供がかかると軽い

病気ではありますけれど、ただ、大人にな

った段階で、子供にうつす、感染というこ

とが胎児に、特に妊娠したときに感染する

と、おなかの中から病気がウイルスによっ

て発生するということで、いろんな障がい

が生まれてくるということが状況として出

されておりますので、やはり１番大事なの

は、本人たち、妊婦さんたちも当然です

が、周りの家族が気をつけてあげなくては

ならない状況が今の段階ではないかなと思

いますので、答弁いただきましたように、

今、３０歳代から５０歳代の男性について

は、なかなか風疹というそのものがどうい

う病気であるかということがわかりづらい

ということなので、しっかりとしたＰＲを

含めて、それと、予防接種を受けていただ

きたい、我が子が先天性症候群にならない

ためにも、気をつけていただくということ

が１番大事なことかなというふうに思いま

すので、その点については十分調べていた

だいて、ＰＲ方法を徹底して取り組んでい

ただきたいそんな思いでありますので、今

後の取り組みの状況によっては、受けてく

れる人もふえてくるのかなというふうに思

いますので、やはり、取り組み内容によっ

て違ってくるかというふうに思いますの

で、そこら辺のところで、もしこれからこ

ういう取り組みをしてみたいという内容の

ものがありましたらお知らせいただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 町のほうとい

たしましては、現在は婚姻届出だとか、妊

娠届出のときに周知をしているところでご

ざいますが、先ほどお話ししたように、国

のほうで早急に抗体検査、ワクチン接種の

検討をしている段階の中で、自治体ごとに

異なる取り扱いもあるので、指針も含めて

示されるということになっておりますの
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で、その指針を見ながら抗体検査、あとワ

クチン接種についての周知がどのような形

が１番効果的にできるかという部分につき

まして検討させていただいて、なるべく風

疹についての知識、啓発をして、抗体検

査、ワクチン接種をしていただけるように

努力したいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 国の方針に基づ

いてやっていくということでありますが、

美幌は美幌のやり方というのもあると思い

ますので、周知できる方法を考えていただ

いて、しっかりとした取り組みをしていた

だくように、お願いをしたいと思います。 

次に、児童虐待について質問させていた

だきます。 

美幌町については、児童虐待の件数とい

うのは、わずかですがふえている状況にあ

りますが、今までひどい状況になったとい

うことはありません。 

ただ、これは予断を許すことはできない

かなというふうに思っていますので、しっ

かりとした取り組みが必要かなというふう

に思います。 

児童虐待の身体に外傷が生じ、また、生

じる恐れのある暴行を加えることを児童虐

待と言いますが、殴る、それから食事を与

えない、それから、冬戸外へ締め出す、部

屋に閉じ込める、こういうことが身体的虐

待と言われております。 

性的虐待ということについては、児童わ

いせつ的な行為を行う、児童にわいせつ行

為をさせたり、見せたりすることにつなが

っていきます。例えば、子供への性的暴

力、それから、みずからの性器を見せた

り、性交を見せたり、強要することなどが

性的虐待と言われております。 

もう一つ、ネグレクト、これは児童の心

身の正常な発達を妨げるような激しい減

食、また、時間の放置、その他として監護

を著しく怠ること。 

例えばですが、病気になっても病院を受

診させない、乳幼児を暑い日差しの当たる

車内への放置、それから、食事を与えな

い、下着などを不潔なまま放置するという

ことがネグレクトと言われております。 

皆さんのほうでは、こういうことについ

ては理解をしていることと思いますが、も

う一つ大事なことは心理的虐待です。児童

に著しい心理的外傷を与える行動を行うと

いうことで、これはたまたま見かけられる

ことがあると思われます。 

心理的外傷は、児童の健全な発育を阻害

し、場合によっては心的外傷後ストレス障

害、例えば、ＰＴＳＤなどの自尊心を踏み

つけるなど指摘されておりますので、そう

いうことを、やはりいち早くキャッチする

ことではないかなというふうに思うのです

けれど、行政や福祉の現場で働く人々の多

くは、相談者の状況を改善しようと努力し

ていることは重々承知をしています。 

ですが、危機を目前とした人でも、助け

を求めることは恥ずかしいことだと意識し

ていることもあります。対応については、

最も助けを必要とする支援ができるように

努力していくべきではないかなというふう

に思っております。 

現在でも、先ほど答弁いただきましたけ

れど、児相と警察、学校などの関係機関の

情報を共有していると思われますが、マニ

ュアルだけで適切に対応したということで

は、親の悩みが軽減されたと判断をしてし

まい、児童の一時保護を解除し、親元に戻

した後に虐待が再開されるというケースは

珍しくないと言われております。 

その原因として言われているのが、親が

若かったり、それから経済的に不安だった

り、周囲の支援がなかったりと原因はさま

ざまあることですが、担当者が保護者と信

頼関係を築き、適切に判断できるような能

力を高めていくことが求められているので

はないかというふうに思われますが、先ほ
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ど、担当の方が２名研修をやっているとい

う報告がありますが、そこら辺のことにつ

いて、今後、専門的な知識も含めて対応し

ていかざるを得ないというところでの取り

組み内容について、説明できるものがあり

ましたら、説明していただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 今、坂田議員

が御質問のとおり、児童虐待の種類につい

ては大きく４種類ありますけれども、やは

り、北見児童相談所の管内でも１番件数的

に、比率的に多いのは心理的虐待の率が多

い形になっております。 

言葉による脅し、無視、兄弟間での差別

等、いろいろあるのですけれども、これに

対応する部分につきましては、今までも早

期発見、早期対応に努めるということで、

専門的知識を有するというのは、児童福祉

法の改正に伴って、今年度保健師、保育士

が受講しているわけですけれども、今後に

つきましても、研修を受ける職員の数をふ

やして対応するということをしております

けれども、今までもそうであったように、

保健師、保育士等で、そういう通報があっ

た場合は、家庭訪問等をして、親との信頼

関係を築くことによって再発防止をして、

また、再度定期的な訪問等によって経過を

見ていくというような形をとっております

ので、再発防止も含めまして、先ほどお話

ししました早期発見等につきましても、関

係機関だけではわからない部分があります

ので、民生・児童委員さんに対しまして

も、年１回児相の職員が来まして研修会を

開いておりますので、そういう中で、情報

をつかんだら町のほうに連絡をいただくと

いうような対応もとっておりますので、そ

ういうことで、児童虐待の防止に努めてま

いりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 今、答弁いただ

きましたように、保健師さん、保育士さん

の方と十分連携をとりながらやっているこ

とは重々承知をしているところなのですけ

れど、美幌で虐待ということについて余り

知られていないことも多々あるのだろうと

思います。なるべく、美幌の町からそうい

う虐待はなくしていきたいという思いで、

毎回質問をさせていただいておりますけれ

ど、虐待というのは、目に見えないところ

でやられることのほうが多いので、そうい

うところは専門的な知識を持った人ももち

ろんかかわっていただくことでもあります

し、ただ、地域の人たちとの連携というこ

とも必要になってくるのではないかなとい

うふうに思います。 

そういうところでは、担当になられた

方々は、地域の人たちとの情報の共有です

とか、情報を提供していただくとか、そう

いう働きかけも必要になってくるのではな

いかなというふうに思います。 

虐待の原因というのはさまざまで特定は

できませんけれども、虐待の原因として

は、親の支援がなければなかなか問題解決

していかないかなというふうに思いますの

で、虐待の対応については経験年数も十分

必要になってくるというふうに思いますの

で、単なる職員の増員だけではなくて、能

力を磨いていただいて、それから対応でき

る職員を育てていただきたい。そういう思

いで今回も質問をさせていただいておりま

すので、しっかりとした取り組みをしてい

ただきたいと思います。 

この児童虐待については、この辺で終わ

らせていただきます。 

次に、地域サポーターについて質問させ

ていただきます。 

答弁にもありましたように、町長のマニ

フェストとしてスタートした地域サポータ

ー制度でありまして、見直しを含めて現在

に至っておりますが、行政評価としては、

計画よりも下回る評価がされている状況に
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あります。 

活用が少ない理由も述べられておりまし

たけれど、このサポーターの目的は、定期

的にサポート職員が役員会等に出席するな

どして、町民にはわかりづらい、行政が実

施する制度を理解できるほか、町内会の問

題解決のために一緒に協議でき、早期解決

につながる制度であると理解しておりま

す。 

ただ、町内会に職員が住まれている場合

は、地域とのつながりも可能となっており

ますけれど、現実に住まれていない職員が

配置された場合は、地域にとって地域サポ

ーターが必要であると思われるようにする

ために、職員の方にも一層の意識向上が必

要となってくるのではないかなというふう

に思いますが、その点について町長いかが

お考えでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今の質問の中にあ

りましたように、このサポーター制度につ

いては、私が１期目に掲げたマニフェスト

の中に入っている事項だと、そのように思

っております。 

当時は、私は、行政と住民の皆さんとの

間が非常に離れ過ぎたという思いがあった

ものですから、これをもう一度近づけたい

という思いで、実はこういう発想をしてき

ました。 

その後、まち育出前講座だとか、そうい

ったことで職員が積極的に出ていくという

ことで、住民の皆さんとより近づいていけ

るだろうと、そういうシステムができまし

たので、先ほど１回目の答弁をさせていた

だいたように、なかなか活用が難しくなっ

てきているということがありますので、そ

んなに長い時間をかけずに検討して、こう

いった制度が必要なのかどうかを含めて、

あるいは、先ほど言ったように、まち育出

前講座だとかで代替的にできないのかどう

かを含めて検討してまいりたいと、そのよ

うに思っております。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） インターネット

で美幌町の地域サポーター制度について配

信されているのを見ました。 

ことし５月に配信されていると思うので

すが、その後、状況としては変わってきた

状況にあるのかどうかお聞きしたいと思い

ますがいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、坂田議員

が、ことし５月にインターネットで配信さ

れている状況から変わっているのでしょう

かということでございますが、まことに申

しわけございませんが、５月に配信されて

おりますインターネット上の内容について

は確認をしておりませんけれども、制度上

自体についての取り組み方針ですとか、そ

ういったものについては変更がされており

ませんので、インターネットの内容はわか

りませんが、制度上については変更がされ

ていないというところでございます。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 私もインターネ

ットであちらこちらの地域サポーター制度

を見せていただいておりまして、北海道で

も新十津川町、それから、富良野市、中富

良野町、上富良野町、占冠村でこういう制

度がつくられて、活動している状況にある

のですが、その活動状況の内容のところま

では出ておりませんでしたので、具体的な

ところはわかりませんが、町として、やは

り、地域住民の人たちとの行政をいかに協

働して進めていくかという取り組みは、ど

この町もやられているのだなというふうに

感じています。 

ただ、せっかくつくった制度ですので、

これを活用していったほうがいいのではな

いかという思いは持っています。 

ただ、全国的に見ますと、いろんなサポ

ーター制度というのがありまして、行政側
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職員が中心になってやるところではなく

て、民間が自主的にやっているサポーター

制度というのもたくさん紹介されていまし

たので、そういうところの状況も踏まえ

て、美幌ではどういうサポーター制度がう

まく展開できるのかなという思いは持って

います。 

導入されてからちょうど１０年になるの

で、やはりその間にもう少し具体的に見直

しされて、いい方向に進めることができた

のではないかということが今の感想として

ありますが、今後、このサポーター制度に

ついて、見直しを含めてどのような方向で

進めていったらいいのかということも含め

て、考え方がありましたらお示しいただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 先ほど答弁させて

いただきましたけれども、私はそういうつ

もりでこのサポーター制度を提案させてい

ただいて、まだやっているというような状

況であります。 

そういった思いを、別な形で今は出前講

座だとか、そういうことでやっていますの

で、そのほうがよりリラックスしていける

と言いますか、余りかみしもを着ないで、

リラックスしていけるのかなという思いを

しておりますので、廃止することも含めて

検討していかなければいけないのではない

かと、そのように思っております。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） せっかくの地域

サポーター制度という提案でしたので、私

としてはかなり期待をしていたところだっ

たのです。 

ただ、今のいろんな状況を考えると、非

常に難しい状況ではあったのかなというふ

うには思いますけれど、やはり、私たちは

どちらかというと、かみしもを着た行政側

と住民の人たち、町内会の人たちが、いろ

んな活動をしやすい状況をつくっていくと

いうのが本当に理想的かなというふうに思

っているのですが、ただ、先ほども言いま

したように、地域の中に住まれている方に

ついては、日ごろからの交流があって、活

動しやすい状況というのは生まれているの

かなというふうには思います。 

ただ、全く住まれていないところが自治

会は相当数あるのかなと、そういうところ

については、お互いになかなか交流する機

会がなく、コミュニケーションをとる機会

もないということなので、うまくスムーズ

にいかない状況ができているのかなという

ふうに思いますので、せっかくあるサポー

ター制度を活用するのであれば、その辺の

ことも十分考えた上で、お互いにコミュニ

ケーションをとりやすい、お互いにやりや

すい方向を考えていくべきかなというふう

に思います。 

あるところの例で、課題となっていると

ころが、職員の人が単なる資料配布だと

か、説明役に終わっているのではないかと

いうことが、まず問題点として挙げられて

おりましたし、サポーターの職員の人たち

が地域にとって本当に必要なのかなと思わ

れる点も言われていることもあります。 

それと、そういうことを克服するために

は、やはり職員の方も、それから自治会の

方も、お互いに意識向上していくための手

段を考えていかなくてはいけないのではな

いかというふうに思いますけれど、そのこ

とについて、これからどんな方向で進めて

いったらいいのかなと、私自身もいろいろ

な状況を考えながら今回質問させていただ

いたのですけれど、いずれにしても、この

サポーター制度をうまく活用していただい

て、地域住民とのコミュニケーション、そ

れから行政、活発化する行政になっていた

だきたいという方向で進めていただきたい

というのが本音のところであります。 

そういうことに関して、もし、町長が最

初からつくられた思いとして、こういうふ

うにこれから進めたいという思いがありま
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したら、お聞かせいただきたいなというふ

うに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） おっしゃることも

よくわかります。自治会との間をどうする

かという中で、このサポーター制度は生き

残っていけるのかなという思いをしており

ます。 

ただ、私は１期目のときにマニフェスト

で言ったのは、先ほども言いましたよう

に、町民の皆さんと行政との間が非常に遠

のいてきたという思いがあったものですか

ら、それをどうやって近づけようかという

ことで、このサポーター制度を考えたとい

うことでありまして、当時は、自治会まで

は想定していなかったのですけれども、制

度システム的にはそのほうがいいだろうと

いうことで今日に至っているわけでありま

すので、自治会をどうしようかというとき

に、自治会のさまざまな問題点だとか、課

題だとか、いろいろ今もあると思います。

それらをどうするのだと言った時に、やは

り一つのシステムとして、こういったシス

テムがあればいいのかなという思いをして

おります。 

私は、先ほどサポーター制度の廃止に向

けてみたいなお話しをしましたけれども、

そうではないのではないかという御意見を

いただきましたので、これについては、自

治会としてのさまざまな活動をされており

ますので、それで、本当に自治会として

は、一人一人の顔が見える、いろんな不安

だとか、心の動揺だとか、そういったもの

を和らげていただけるようないろんな活動

をされていますので、その中で、行政との

かかわりをどうできるかということについ

ては、検討の余地があるのではないかと、

そのように思っています。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 確かに、自治会

との距離を近づけるという意味でやられた

と思うのですけれど、今自治会の中でもい

ろんな悩みはたくさんあります。 

例えば、高齢化の問題、たすけあいチー

ム、除雪の問題、それから、介護の問題、

いろんな問題があると思うのですけれど、

なかなかそれを行政側に直接ぶつけるとい

う状況にはならないと思うのです。 

そういうところで、やはりサポーター制

度でいろいろ相談できる窓口としては、非

常にいい制度だとは思っているのです。 

個々に当たるのではなくて、うちの自治

会では、こういう困り事がたくさんあるの

ですけれど、なかなか解決できないという

面も、行政側とそういう話し合いをできる

機会という意味では、非常にいい制度だと

は思うのですけれど、今までそれが活用で

きていなかったというところで、非常に残

念だったという思いがあります。 

これからも高齢化の問題、もう１２月で

すので、除雪の問題だとか、いろんな問題

が出てくると思うのです。 

だから、行政側と本当に一つになって進

めていくことが最良ではないかなというふ

うに思いますので、今後、このサポーター

制度をどう活用できるかというところで、

しっかりとした取り組み、今後の考え方を

持っていただければというふうに思ってい

ます。 

いろんな自治体で、行政側ではなくて、

例えば、除雪の問題だと、ＮＰＯだとかそ

ういうところで行政とやりとりしているか

どうかというのはわからないけれど、いろ

んな制度があります。 

認知症サポーター、農業サポーター、教

育サポーター、それから、道路サポーター

と言って、いろんなものがあるのですけれ

ど、そういうのは、それぞれの企業、団体

でやっていることで、直接行政とかかわっ

ていない部分もありますので、そういうと

ころも一つ一つ自治会とつなげていく、行

政とつなげていくということが大事なこと

かなというふうに思っていますので、そこ
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ら辺の取り組みについても、しっかりこれ

からすばらしいサポーター制度になるよう

に取り組んでいただきたいと思いを伝え

て、質問を終わらせていただきます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 地域にあっても、

介護の問題であるとか、災害であるとか、

それから除雪だとか、いろんな問題が出て

くると思います。それらのものをしっかり

と受けとめて、我々が次のアクションにど

う生かすかということについては、やはり

地域住民の皆さんといろんな話し合いをし

ながら乗り越えていかなければいけない、

多くの課題がありますので、それについ

て、このサポーター制度でどうできるかに

ついては、今後、時間をいただいて検討さ

せていただきたいと、そのように思ってお

ります。 

○議長（大原 昇君） これで、９番坂田

美栄子さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時３５分といたします。 

午後 ２時１９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時３５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 〔登壇〕 私は、

通告しております３項目につきまして質問

をいたします。 

最初は、福祉灯油の実施についてであり

ます。 

１１月上旬、美幌町内の宅配灯油価格が

１１店舗平均で１０４.９円と１００円を大

きく超えたところであります。 

灯油価格は、ことし６月の９８円７０銭

以来高どまりし、９月、９９円７０銭、１

０月、９９円９０銭と値上げが続いており

まして、私といたしましては、１２月補正

予算で福祉灯油の実施を期待していたとこ

ろでございますが、現在実施が見送られて

おります。 

市町村が実施する福祉灯油に対して、北

海道は地域づくり総合交付金で２分の１以

内の助成を行っておりまして、そういう点

でも早急に実施すべきものと考えます。 

また、灯油価格は、昨年来長期に高騰を

続けておりまして、全道各地で福祉灯油が

実施されております。 

支給単価の引き上げも含めて、福祉灯油

実施の考えをお伺いいたします。 

２項目めは、国民健康保険の抜本的改革

についてであります。 

美幌町の国民健康保険加入者、これは世

帯でありますが、平成２９年度決算におい

て２１％が無所得者で占められるなど、国

民健康保険加入世帯の貧困化、高齢化の中

で、所得に関係なく課税される均等割（人

数割）、平等割（世帯割）を含めて、他の

保険制度と比べて割り高でございます。 

負担が大変重い医療保険制度となってお

りまして、持続可能な国保制度への改善が

急務となっております。 

以下の項目について、町長の御見解をお

伺いいたします。 

一つは、国民健康保険税が他の医療保険

と比較して割高であることについてであり

ます。 

全国的には１人当たり国保税、国保料

は、協会けんぽの１.３倍、組合健保の１.

７倍と割高でありまして、各地で高過ぎて

払えないとの悲鳴が上がっておりまして、

美幌町も同様です。 

美幌町の国民健康保険税を他の医療保険

と比較すると、平均でどの程度の倍率とな

っているかお示しいただきたいと思いま

す。 

２点目は、国民健康保険加入者の貧困

化、高齢化についてであります。 

国民健康保険加入者の構成は、以前は過

半数が農業者、自営業者でございました。

今は８割が無職と非正規労働者などの被用
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者と言われております。 

担税力が大きく低下していることは明ら

かですが、美幌町の国保加入者の構成はど

のようになっているかお示しいただきたい

と思います。 

３点目は、国民健康保険税の均等割、平

等割についてであります。 

低所得世帯の国民健康保険税負担を重く

する最大の要因が、家族の人数に応じて課

税する均等割であり、世帯ごとに課税する

平等割であります。 

所得にかかわらず、人の頭数に応じて課

税する人頭税は、時代錯誤の逆進的な課税

との認識はございますか、伺います。 

４点目は、国民健康保険税免除制度につ

いてであります。 

災害など一時的な所得減少に対応した免

除制度はありますが、恒常的な貧困世帯に

対する免除制度がないことについてどのよ

うに認識されているのかお伺いをいたしま

す。 

３項目めは、国連家族農業１０年決議へ

の対応についてであります。 

昨年１２月２０日、国連総会で２０１９

年から２０２８年を家族農業の１０年とす

ることを決議いたしまして、各国政府に対

して、家族農業を基本にした法と施策、プ

ログラムの作成と実施を呼びかけ、ことし

９月には、国連人権理事会で家族農業を後

押しする農民の権利宣言が可決されまし

た。 

世界の食料生産の約８割を家族農業が担

っておりまして、企業的収奪型農業の弊害

を廃して家族経営農業の生産力と所得の向

上、生態系の維持、食糧増産と農村雇用の

増大などは、農業を基幹産業とする美幌町

にもまさに当てはまる内容であります。 

食料自給率が今日３８％、農村部での離

農、人口減、高齢化で深刻な状況を迎える

日本でこそ、農山漁村をよみがえらせるた

めの１０年として取り組まれるべきものだ

と考えるものであります。 

そこで、美幌町での以下の取り組みの考

え方についてお伺いいたします。 

一つは、食料自給率の向上、農山漁村の

再生、復権のために、国連家族農業の１０

年決議を町民や各団体へ宣伝、啓発するこ

と。 

２点目は、家族農業を基本にした美幌町

の農林業活性化の生きた計画を全町民の知

恵を結集して作成すること。 

３点目は、政府に対し、決議に即した農

政の実現を働きかけること。 

以上、第１回目の質問といたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 大江議

員の質問にお答えをしたいと思います。 

まず初めに、福祉灯油の実施についてで

ありますが、灯油価格の高騰により、過去

に本町では平成１９年度、平成２０年度、

平成２４年度、平成２５年度及び平成２６

年度においては、福祉灯油等の助成事業を

実施しております。 

北海道消費者協会調べでは、平成３０年

１１月２０日現在、本町の宅配灯油価格は

１０４円９５銭であり、１００円を超えた

のは平成２６年１１月以来４年ぶりとなっ

ております。 

また、平成２６年度の事業実施前におい

ては、１１０円に迫る価格上昇が見られま

したが、事業開始後には７０円台まで急落

するなど、事業を進める上では原油価格が

大きく左右するため、改めて実施の難しさ

を考えさせられる事業でありました。 

その後、平成２８年１月には６０円台を

割る勢いで下落が続き、以降は上昇や下落

を繰り返し、平成２９年１１月より徐々に

上昇し、現在の高どまり状態となっており

ます。 

なお、現在も１００円を超えております

が、原油価格は下降傾向にあることから、

引き続き、価格動向に注視している状況で

あります。 

他方、北海道が実施する地域づくり総合
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交付金の助成は、交付基準額に対して２分

の１以内が実施年度に交付され、本町の場

合は最大６０万円の交付となります。 

こうした財政事情から、実施に当たって

は多額の一般財源を要するため、特に慎重

な判断が必要となります。 

御質問の支給単価の引き上げも含め、福

祉灯油実施の考えでありますが、今後とも

情勢を見守りながら情報収集に努めてい

き、今後、急激な価格上昇の時勢にあると

判断した場合には、支給対象者及び支給単

価などを再考し、実施検討を行ってまいり

ますので、御理解賜りますようお願いをい

たしたいと思います。 

次に、国民健康保険の抜本的改革につい

てでありますが、一つ目の御質問の、国民

健康保険税が他の医療保険と比較して割高

であることについてでありますが、美幌町

の国民健康保険加入者平均所得をもとに、

同一条件で試算したところ、協会けんぽの

１.４倍、組合健保の１.６倍となっており

ます。 

国民健康保険税では、扶養という概念は

なく、世帯内の加入者数によって保険税が

増減し、一方、協会けんぽ、組合健保で

は、認定範囲内の親族を扶養することがで

きることから、加入者数に関係なく、保険

料は変わらず、また、事業主も２分の１負

担する制度であり、家族構成や所得などに

よっては、保険税との負担に差が生じるこ

ととなります。 

次に、二つ目の御質問の、国民健康保険

加入者の貧困化、高齢化についてでありま

すが、国民健康保険の被保険者の構成につ

きましては、課税資料に基づく所得区分で

大きく分けますと、給与及び年金所得者が

５０％、農業及び事業所得者が３０％、そ

の他２０％といった状況になっておりま

す。 

次に、三つ目の御質問の、国民健康保険

税の均等割、平等割についてであります

が、国民健康保険税につきましては、所得

割と資産割の応能分保険税と、均等割と平

等割の応益分保険税とで課税されておりま

す。 

御質問の応益分保険税についてでありま

すが、平等割については各世帯一定額で等

しく負担をいただいているものですが、世

帯内の被保険者数に応じて負担をいただい

ております均等割につきましては、必要な

医療費負担について、その受益に見合う負

担を被保険者数を基礎として負担していた

だく仕組みであり、一定の合理性があるも

のと考えております。 

しかしながら、負担能力に関係しない子

供に対する均等割課税のあり方について

は、検討の必要性はあると認識していると

ころであり、全国町村会や全国知事会など

からも国へ要望がされているところであり

ます。 

一方、見直しを行う際には、国民健康保

険会計の持続可能な財政運営のため、制度

として軽減措置に伴うさまざまな国からの

財政支援は必要不可欠であります。 

今後も、国に対して新たな軽減措置の導

入、あわせて軽減措置に伴う財政支援の方

策を講じていただけるよう、意見具申して

まいるとともに、今後の制度改正等の動向

にも注視して、適切に対応してまいりたい

と考えております。 

最後、四つ目の御質問の、国民健康保険

税免除制度についてでありますが、現在、

国民健康保険税の負担軽減及び免除につき

ましては、それぞれの所得に応じ、国の法

定軽減制度、７割、５割、２割軽減による

負担軽減措置、さらには低所得者層への救

済措置として、町独自の減免措置も講じて

いるところであります。 

低所得者に対するさらなる負担軽減措置

の拡充につきましては、国民健康保険会計

の持続可能な財政運営のため、国からの財

政支援が必要不可欠であります。財政支援

策のない中での軽減措置拡充は、軽減した

分について、結果として中間所得者への負
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担増嵩につながることからも、慎重に考え

てまいりたいと思っているところでござい

ます。 

引き続き、財源措置を含めた軽減制度の

導入について、国に求めていくとともに、

低所得者や生活困窮者に対する対応につい

ては、納付相談を通じ、状況把握を十分に

行い、また、福祉制度の活用につなぐな

ど、担当間の連携をより一層密にし、しっ

かりと対応することが重要と考えていると

ころでございますので、御理解のほどをよ

ろしくお願いをしたいと、そのように思い

ます。 

次に、国連家族農業１０年決議への対応

についてでありますが、２０１７年の国連

総会において、２０１９年から２０２８年

を家族農業の１０年として定め、加盟国及

び関係機関などに対し、食料安全保障確保

と貧困、飢餓撲滅に大きな役割を果たして

いる家族農業に係る施策の推進、知見の共

有などを求めているものであります。 

世界では、８億人以上が飢餓に苦しみ、

また、極端な貧困層の８割近くが農村地域

で暮らし、農業に従事しております。 

このため、小規模農家、農業者の自立へ

の支援が農民生活を改善し、貧困を終わら

せる鍵として、国連決議に至ったと理解し

ているところであります。 

１点目の食料自給率の向上、農山漁村の

再生、復権のために、国連家族農業の１０

年決議を町民や各団体へ宣伝、啓発するこ

ととの御質問ですが、１１月に開催された

第２９回ＪＡ北海道大会では、北海道農業

は、消費者が求める幅広いニーズにこた

え、食料供給基地としての役割を担うにふ

さわしい所得を確保する農業を目指すと決

議され、ＪＡ組合員などグループ内外に発

信し、宣伝、啓発に努めているところであ

ります。 

２点目の家族農業を基本とした美幌町の

農林業活性化の生きた計画を全町民の知恵

を結集して作成することとの御質問です

が、本町の第５次美幌町農業振興計画は、

第６期美幌町総合計画の農業経営に関する

支援体制の充実、家族経営協定の推進な

ど、各施策を基本に農業の現状と課題を踏

まえた中、ＪＡの地域農業振興計画と整合

性を図りながら、農業振興に向けた計画を

策定しているところであります。 

また、ＪＡびほろが策定した第８次美幌

地域農業振興計画、中期経営計画では、組

合員の意向調査を踏まえ、農業所得の増大

などの取り組みを含め、計画が策定されて

いると伺っております。 

３点目の政府に対して決議に即した農政

の実現を働きかけることについてでござい

ますが、国は食料・農業・農村基本法に基

づき、家族農業経営の活性化を図るとして

おり、さまざまな施策が講じられていると

ころであります。 

本町においても、産地パワーアップ事

業、経営体育成支援事業などを通して、所

得向上の実現に向けた施策に取り組んでお

りますが、今後は町村会、管内活性化期成

会などと協議をしながら、働きかけについ

て考えていきたいと思っております。 

以上、答弁をさせていただきました。 

よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 最初に福祉灯油の

実施について、再質問をさせていただきま

す。 

美幌町は、２５年度、２６年度に実施し

て、その後、２７年度、２８年度、２９年

度、今３０年度の経過中でありますが、美

幌町が実施してこなかったこの期間に、全

道的には半分の市町村が福祉灯油を実施し

ているのではないかと思うのですが、その

条件については、担当としてつかまえてお

られるでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ただいま御質

問のありました全道の福祉灯油の支給状況



 

－ 38 － 

につきましては、捉えておりませんので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 道が把握しており

ます福祉灯油、平成２５年度から平成２９

年度の実施状況、実績で、美幌町が実施し

てこなかった平成２７年には９７市町村、

これは分母が１７６市町村なので５５％、

平成２８年度８７市町村、４９％、平成２

９年度で９６市町村、５３.６％、こういう

実施状況でありまして、美幌町の福祉灯油

の実施は、非常に慎重な姿勢を感じること

ができるわけでございます。 

どこでもその大部分が、地域づくり総合

交付金を活用しているということで、十分

ではありませんけれど、道のバックアップ

もあるということで実施されているという

状況のもとで、確かに従来の判断基準は、

宅配の灯油が１００円を超えたら実施しよ

うという方向性が出ていたことは事実です

が、全道的には、必ずしも１００円にこだ

わっていないということも押さえていただ

ければと思います。 

そこで、再度質問いたしますが、私はこ

の間、全道各市町村が灯油の値上がりに敏

感に応えているという背景に、低所得者の

苦しい生活状況があるのではないかという

ように思います。 

美幌町も福祉灯油は町民税非課税世帯と

いうのがベースになっておりまして、そう

いう点で言えば、例えば、国民年金の受給

額が平均で年間６６万円であります。 

過去５年間の推移を見ますと、過去の物

価スライドを停止するということで、マイ

ナス２.９％、その後、マクロ経済スライド

の発動でマイナス０.９％、あわせてマイナ

ス３.８％という状況です。 

そうしますと、年間６６万円で計算する

と年間２万５,０００円の収入減という状況

にさらされているということを踏まえて、

灯油価格が高どまりしているということに

目を向けて、実施しているのだろうという

ように思います。 

美幌町では、ごく最近の動きで言えば、

１１月と比べて５円程度下がっているとい

うことは見えておりますが、それにしても

９９円何十銭か、１００円何銭かという非

常に高いという状況に変わりがないわけで

ありまして、２７、２８、２９年度美幌町

が実施していない段階でも全道的には半数

の市町村、あるいは、それ以上の市町村が

実施しているということを捉えて、やはり

早急に町長が決断される必要があるのでは

ないかと思うのですが、いかがでしょう。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） １回目の答弁でも

させていただきましたけれども、この地域

づくり総合交付金、これについては６０万

円ぐらいだということであります。 

それで、全体の支給額を見ますと、平成

１９年度は３１０万８，０００円、平成２

０年度は７００万３，０００円、そして、

平成２４年度が７２４万円、平成２５年度

が７５０万５,０００円、平成２６年度が７

７８万円ということで、おおむね６８０万

円から６９０万円ぐらいを一般財源で持ち

出すという結果になっております。 

それで、今後の見通しもいろいろ為替だ

とか、産油国の政治状況だとか、いろいろ

あって、これは乱高下したりするのでしょ

うけれども、どうも下がりつつあるのでは

ないかという予測であります。 

そして、価格の変動も変わったそうであ

ります。価格をどういうふうに決めるかと

いうのは、その方式が変わったようであり

ますので、いずれにいたしましても、需要

と供給のバランスの中でどう決まっていく

かということだろうと思いますけれども、

下げどまりつつあるということであります

ので、その推移を見ながら情報収集に努め

て、そして、上昇の時勢にあると判断した

場合には、即対応できるような準備をしな

ければいけないと、そのように思っている
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ところでございます。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） ぜひ、１００円に

あえてこだわらないで、相当厳しい状況に

あるのだということに注目しながら、早急

に御決断をいただければと思います。 

時間の関係がありますので、次の国民健

康保険に移りたいと思います。 

美幌町の国保の加入世帯数ですが、平成

２９年度決算で３７.３％であります。 

世帯数の約４割が国保に加入していると

いうことです。 

中小企業労働者が加入する協会けんぽ、

大企業労働者が加入する組合健保と比較し

て、保険税が美幌でも国保は１.４倍、ある

いは、１.６倍と高くなっているのだという

ことが最初の答弁で示されました。 

高過ぎる国保税が加入者の暮らしを苦し

めて、同時に、国保制度の根幹を今日揺る

がす事態ということで、全国知事会、全国

市長会、全国町村会がこぞって政府に対し

て１兆円の国費助成の増額を求めていま

す。 

そこで、全町民の立場で考えた場合に、

今は国保に加入していない、協会けんぽ、

組合健保、あるいは、役場職員の共済組合

に加入する労働者も、やがて、退職すれば

国民皆保険制度でありますので、必ず国保

に加入せざるを得ないという状況でござい

まして、その国保の税負担が非常に重いと

いうことで言えば、全町民、あるいは、全

国民の共通の課題になっていると、こうい

うふうに考えていただく必要があると私は

思います。 

しかし、大部分の町民は、それは国保加

入者の問題であって自分の問題ではない

と、そういうふうに見ているなと、そうい

うようなことで、実は質問を考えたところ

でございます。 

土谷町長は、今期で引退されると記者会

見されましたので、いろんなしがらみを余

り気にしないで、この際、考えてきたこ

と、考えていることを忌憚なく御答弁して

いただこうという思いもありまして、質問

をいたしたいと思います。 

その一つは、国保は、ほかの医療保険制

度と比較して、なぜ税負担が重くなるのか

ということについてお聞きしたいと思いま

す。 

私は、加入者の平均年齢が高いというこ

とに大きな問題点というか、特徴があるの

ではないかと思っています。 

平成２６年度の全国比較が昨夜手に入り

ましたので、ここでは、国保の加入者は平

均年齢が５１.５歳、協会けんぽは３６.７

歳、組合健保３４.３歳、実に１５歳から１

７歳も国保の加入者は高齢というふうにな

っています。 

その中で、６５歳から７４歳のいわゆる

高齢者の割合はどうだということで見ます

と、国保は３７.８％を高齢者が占めてい

る。協会けんぽは６％、６分の１です。組

合健保は３％、１２分の１、役場職員の共

済組合では、１.５％、２５分の１。 

最も医療費がかかる高齢者がほとんど入

っていないということで、現職の労働者が

加入しているどの医療保険も、自動的に安

くなっているということがあるのではない

か、平均医療費が高いと、結果として、そ

こがあるのではないか。１人当たり医療費

もこのデータでは、国保は３３万３,０００

円、協会けんぽ１６万７,０００円、組合健

保１４万９,０００円、国保は２倍です。あ

るいは、２.２倍も国保が高いということで

す。 

構造的な問題を抱えている。 

役場職員などが加入する共済組合も、医

療費は１５万２,０００円で、国保はその

２.２倍です。 

だから結果としては、医療費が高くなる

から負担はせざるを得ないと、誰が負担す

るかは別にして、そもそも物すごく高いと

いうことです。 
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平成２６年度のデータですが、美幌町で

も医療費を見ましたら、国保では１人３６

万円です。若干全国よりも高いということ

ですが、結局、平均年齢が高くて、医療費

が高くて、それを何とかしなければならな

いという状況が特徴的にあるというふうに

思うのですが、これは避けられないと思う

のです。 

退職者が入ってくる、無職者が入ってく

る、当然高齢であるということで、有病率

も高ければ、病の程度もどんどん多くなる

というようなことですが、こういうことを

ほとんど国保加入者も知らされないし、全

町民は知らない。 

まして、全国民はさらさら知らないとい

うことで、そういうときに、１兆円の税負

担をふやしてくれ、国庫負担をふやしてく

れと言っても、何を言っているのだという

ふうにしか国民の目には、耳には届かない

のではないか。 

そういう点で、実態を正確に知らせる、

警鐘を打ち鳴らすということが必要ではな

いかと思うのですが、町長いかがですか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） これは、制度的な

問題だと思います。 

それぞれの国民健康保険、あるいは、協

会けんぽ、それから、組合健保、これはそ

れぞれのシステムが違うので、保険料な

り、保険税なり、いただく根拠が違うの

で、なかなか比較としては難しいのですけ

れども、ただ、先ほど、私は答弁させてい

ただきましたけれども、同一条件で試算し

たところ、１.４倍、１.６倍ということで

あります。 

それに対して、国もやはり財政支援をし

ているということであります。 

もちろん町のほうも国民皆保険というこ

とで、どれかの保険にまず国民の皆さんは

入っていただこうということで、その受け

皿の一つとして国民健康保険があると思い

ます。 

そんな中で、制度の比較になりますけれ

ども、公費負担額が、国が３兆５,５０２億

円ということであります。これが市町村の

国保に対する負担であります。 

一方、協会けんぽについては全額負担と

いうことで１兆１,２２７億円ということで

あります。 

そして、組合健保が７３９億円で、これ

も全額国費ということであります。 

このほか、組合健保については事業主が

２分の１を持つということでありますの

で、国保については、まだまだ改善点はあ

ると思います。 

１回目で答弁させていただきましたけれ

ども、加入者数の中に担税力のない子供の

部分を入れているだとか、そういったこと

が今後の改善点だろうと思いますし、ま

た、資産割についても、一般的にはやはり

居住用財産が圧倒的に多いと思います。そ

んな中、これに対する課税を行うというこ

とは、果たしてどうなのかこれも今後の課

題であると、そのように思っております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 私は、他の保険制

度と比較して高齢者の加入率がぐんと多い

というところに国保の厳しさがあるという

ふうに思います。 

ちなみに、たまたま手に入ったので御紹

介します。非常にいいデータがありまし

た。 

本州の船橋市がつくったものですが、こ

の中に国保も高いけれども後期高齢者医療

制度はもっと高いと、国保の加入者の平均

が５１.５歳に対して、８２.３歳なので、

国保の１人当たり医療費は３３万３,０００

円だが、後期高齢者医療は９３万２,０００

円だということです。 

やはり、年齢が高くなればなるほど急速

に医療費は上がるのだということを証明し

たことになると思うのです。 

共済組合は、６５歳から７４歳の割合が
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１.５％なので、１人当たり医療費は１５万

２,０００円です。ということは、目に見え

ているわけです。 

こういう構造を、私は大至急加入者にも

知らせるし、町民にも知らせて、いずれは

あなた方が入る国民健康保険なので、制度

が成り立たなくなったら大変だよと、しか

も、法律で徴収を義務づけています。 

私は、担税力のない子供も含めて人頭割

で保険税が決められているというやり方

は、ある意味で合理的なように霞が関は思

っていると思うのですけれど、負担させら

れる加入者は大変です。 

子供をいっぱい産んで、育てろと言われ

て、育てようとしたら１人頭幾らと割り当

てですよね。税の始まりの人頭割そのもの

です。 

こういうことをさせないようにするため

に、全国の知事会や市長会や町村会が、１

兆円増額してくれというのは根拠があるの

だなと思うのです。均等割と世帯割、これ

を合算すると大体１兆円なのです。 

法律で均等割は決められているので、法

改正、国の政治で決めてもらわなければな

らないですけれども、この二つがなくなっ

たら、中小企業労働者が入っている協会け

んぽとほぼ同額になるのです。 

そういう点では、すごく大事な提案を地

方団体がしているのだということを、やは

り声を大にして、残りの任期で十分説明を

していただく必要があるのではないかと思

うのですが、いかがですか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） この国民皆保険と

いうこと自体は、僕は理念として間違いで

はないのではないかと思っております。 

あとは、国がどういう手だてをしてくれ

るかというところが非常に問題だと思いま

す。 

昔から言われている国保の組織自体は、

高齢者が入ってくる、担税力の少ない方が

多いと、これは組織的な宿命的な話ではな

いかと言われているところでありますけれ

ども、いずれにしても、その中で生活を

し、そして、その中で保険証を使い、さま

ざまな不安から抜け出すために、やはり病

院にかかったりということはあると思いま

すので、これらにどう対処するかは極めて

大きな問題だと思っております。 

そんな中、私に与えられた後５カ月あり

ますけれども、この中で、ものを言う時は

しっかりと声を上げていきたいと、そのよ

うに思っているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 時間がありません

ので、紹介程度にしたいというふうに思う

のですが、同じ平成２６年度の比較の中

で、それぞれの医療保険加入者の１人当た

り平均所得も示されています。１人当たり

医療費が１番かかっている国民健康保険

が、１人頭８６万円です。 

一方で、協会けんぽは１４２万円、組合

健保２０７万円、共済組合２３０万円。 

国保は、それぞれの６割、４割、３割７

分しか１人平均の所得がない、分母が大き

くて、支払う懐がどんと小さいということ

で、これでは成り立たない。 

そのことを、国保加入者も大いに問題に

して口に出していかなければならないのだ

けれども、やはり、残りの７割以上、６割

以上の人たちが、あすの我が問題だという

ことで、こんなばかげたことを許していい

のかと、あしたは私が国保に加入するのだ

ということを、大いに、例えば、年が明け

たら参議院選挙があります。国政の大事な

課題ではないですか。地方は悲鳴を上げて

いるけれど、わしは知らんという人は、や

はり退いていただくという、地方からドス

を聞かせていく必要が、この点でもあるの

ではないかというように思っています。 

いろいろお聞きしたいことはあるのです

けれど、残り１０分程度しかないので、そ

のことは追加で申し上げて、ぜひ、残りの
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任期期間中、担当者も、町長も多いに頑張

って、周知、啓発していただければという

ことで、次に移りたいと思います。 

国連家族農業１０年の問題です。 

実は、去年の暮れにこの決議が示された

ことに対して、第２次世界大戦後の国際農

業開発政策が根本的に違って、方向が変わ

ったと研究者が言っているのです。そうい

う大変な転換を迎えているというふうに思

います。 

国連の機関がまとめたものでは、アメリ

カを含む世界８１カ国の農家のうち、耕作

面積が２０ヘクタール未満の割合の農家は

９８.４％、大部分です。世界を養う農家の

大部分は、小規模家族経営だということが

国際的な機関で認められました。 

ここで、小規模家族農業というのは、Ｆ

ＡＯでは、農業労働力の大部分を家族労働

力が占めている農林漁業と定義しておりま

して、例えば、法人であったとしても労働

力の過半を家族労働力で賄っている場合、

その法人も家族農業ということで認めよう

ということです。 

したがって、美幌町や北海道などのほと

んどの農業生産者は、家族農業ということ

になって、そこが農政の主役だとして国が

国際協定を結ぼうとしたら、その主役の意

見を聞かなければならないとなったので

す。 

そうしたら、ＴＰＰ、日本とヨーロッパ

のＥＰＡ、それから、今度、ＴＡＧとか勝

手なことを言っていますけれど、日米ＦＴ

Ａ、これらに対して、日本の農家の９８％

を占めている家族農業者が、安倍農政は評

価しない、官邸主導の農政で評価できない

ということで、これは、ことし１０月の農

業新聞に載った、安倍農政は評価できない

７３.４％、もうとっくの昔に安倍農政とい

うのは、世界の流れと全く逆方向を行って

いるということで、農政の主役の農家は見

切りをつけている。 

その人たちが、国の農政をどうするかを

決める主役だということが、国連で認めら

れて、昨年４月は、ヨーロッパ連合がこの

流れを議決しているのです。 

世界の体制は、一握りの多国籍企業と

か、そういうものでは全くないということ

を、この情報を手に入れた全国の農村地域

の自治体としては、ＪＡに何かを委ねるの

ではなくて、自治体として我が意を得たり

ということで、今動かなければならないの

ではないかというように思うのですが、多

分、決議に反対した国は１国もないので

す。日本も賛成して、提案者にもなってい

る。 

しかし、多分、国からも、北海道庁から

もこの１０年間をどういうふうにやるのか

とういう指針は示されていないのではない

かと思うのですが、いかがですか。 

担当部長、わかりますか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 北海道のほう

からは、指針は示されていないものと認識

しております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） やはり、私はそう

思っています。やっていることが、日本の

家族農業をそんなのなくてもいいのだとい

うふうに位置づけている安倍政権のもと

で、絶対にこのように取り組もうじゃない

かということは、１０年たってもないとい

うふうに思います。 

しかし、今から約４年前の町長選挙で、

農家の方が演壇で言われましたよね。美幌

町の人口は、かつて２万６,０００人いた

が、今２万人を切ろうとしている。６,００

０人とは誰か。農業者が減ったのだと言っ

ていましたが、そうなのだと思うのです。 

農業では暮らせないということで、離農

をせざるを得なかった。これからも、もっ

ともっとそうなるのだろうと思います。 

その流れに待ったをかけるとすれば、や

はり家族農業こそ大事なのだということを
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言っていく必要があるのだろうなというこ

とで、質問といたしましては、政府も、そ

れから主要なマスコミも、このことについ

ては一切国民に知らせようとしていない、

そういう中で、国際的には、ＴＰＰ１１、

それから、日欧ＥＰＡ、これを締結しよう

としています。年明けには、アメリカとの

間でＴＡＧと言っていますけれど、事実上

の自由貿易協定ＦＴＡです。これが始まろ

うとしています。 

国内的には、農地法をかえて、農協法か

えて、種子法もかえて、種は大きな企業か

ら買わざるを得ないというような状況にし

ていて、家族農業を壊している農政のもと

で、地方は一致団結して家族農業を守らな

ければならないということで、ねじり鉢巻

きで反旗を翻さざるを得ないという状況の

もとなので、私は、町長の残りの任期は、

大いに頑張っていただきたいというふうに

思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今、美幌町を見て

も法人化、あるいは、法人化しても１家１

法人みたいなところがあります。 

それについては、やはり家族農業が基本

でありますし、それから、法人化は今美幌

町ではなかなか難しいと思いますけれど

も、それでも、やはり家族農業をベースに

して、どういうふうに広げていくかという

ようなことが大きな問題だと私は思ってお

ります。 

そういった意味で、私の任期はあと５カ

月しかありませんけれども、いずれにしま

しても、さまざまな課題があるわけであり

ますから、それに向かってしっかりと取り

組みをして、次の世代に引き継いでまいり

たいと、そのように思っております。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） これで、２番大江

道男さんの一般質問を終わります。 

以上で、本日の一般質問を終わります。 

──────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日は、これで散会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後 ３時３６分 散会   
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